
一九六〇年代における韓国の集団安全保障体制構想と日米韓関係

101

一
　
序
　
論

　
㈠
　
本
稿
の
目
的

　
㈡
　
分
析
視
角

二
　
一
九
六
〇
年
代
の
冷
戦
構
造
の
変
化
と
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ 

　
㈠
　
韓
国
の
安
全
保
障
認
識
と
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
提
唱

　
㈡ 

　
米
国
の
側
面
支
援
の
開
始

―
日
韓
国
交
正
常
化
と
韓
国
軍
の
ベ

ト
ナ
ム
派
兵
の
連
携

　
㈢
　
日
本
の
参
加
決
定

　
㈣
　
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
成
果
と
限
界

三
　
ポ
ス
ト
・
ベ
ト
ナ
ム
と
集
団
安
全
保
障
体
制
構
想

　
㈠
　
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
会
議
と
集
団
安
全
保
障
体
制
の
模
索

　
㈡
　
ニ
ク
ソ
ン
の
ポ
ス
ト
・
ベ
ト
ナ
ム
構
想

　
㈢
　
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
の
本
格
化

　
㈣
　
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
の
挫
折

四
　
結
　
論

 

金
　
　

泫

妵

一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
韓
国
の
集
団
安
全
保
障
体
制
構
想
と

　
日
米
韓
関
係



法学政治学論究　第124号（2020.3）

102

一
　
序
　
論

㈠
　
本
稿
の
目
的

　
本
稿
は
、
韓
国
政
府
が
推
進
し
た
ア
ジ
ア
太
平
洋
協
議
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
と
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
条
約
機
構
（
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
構
想
の
検

討
を
通
し
て
、
日
韓
国
交
正
常
化
に
よ
り
新
し
い
日
韓
関
係
が
始
ま
っ
た
一
九
六
〇
年
代
に
、
す
で
に
日
韓
両
国
が
相
互
の
協
力
関
係
を

模
索
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
日
韓
協
力
関
係
が
進
展
す
る
上
で
は
、
米
国
の
関
与
が
あ
っ
た
こ
と
も
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
日
韓
関
係
を
考
察
す
る
上
で
日
米
韓
関
係
の
力
学
を
み
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
、
今
日
ま
で
一
貫
し

て
指
摘
さ
れ
続
け
る
視
点
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
韓
国
政
府
は
、
一
九
六
四
年
に
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
、
一
九
六
八
年
に
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
提
唱
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
は
、
冷
戦
と
い
う
米
ソ

両
極
体
制
が
挑
戦
に
直
面
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
国
連
で
の
非
同
盟
諸
国
の
浮
上
、
中
国
の
核
開
発
、
米
国
の
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
へ
の
深
入
り
な
ど
、
ア
ジ
ア
の
国
際
情
勢
が
大
き
く
変
動
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
韓
国
政
府
が
打
ち
出
し
た
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
構
想
は
、
当

初
は
ア
ジ
ア
自
由
諸
国
の
反
共
体
制
の
強
化
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
詳
し
く
み
る
よ
う
に
、
韓
国
政
府
は
Ａ

Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
構
想
の
実
現
の
た
め
に
日
本
の
参
加
を
重
視
し
た
。
そ
し
て
日
本
は
、
当
初
は
躊
躇
す
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ

に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
は
、
韓
国
政
府
が
多
国
間
関
係
の
視
点
か
ら
日
韓
関
係
の
あ
り
方
を
模
索
し

た
と
い
う
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
日
本
の
参
加
を
得
る
た
め
に
、
一
九
六
六
年
に
創
設
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
か
ら
は
、
反
共
主
義
や
軍
事

的
色
彩
が
薄
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
韓
国
政
府
は
、
新
た
に
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
に
お
け
る
集
団
安
全
保
障
体
制
で
あ
る
Ａ
Ｐ

Ａ
Ｔ
Ｏ
を
構
想
す
る
。
そ
こ
で
は
、
米
国
の
関
与
と
と
も
に
、
再
び
日
本
の
参
加
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
韓
国
政
府
は
、
戦
後
憲
法
の
下
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に
お
け
る
日
本
の
安
全
保
障
政
策
上
の
制
約
は
理
解
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
韓
国
が
構
想
す
る
集
団
安
全
保
障
体
制
へ
の
日
本
の

参
加
の
可
能
性
を
み
て
い
た
こ
と
に
は
、
一
九
六
八
年
一
一
月
に
「
ア
ジ
ア
の
自
助
努
力
」
を
強
調
し
て
い
た
ニ
ク
ソ
ン
（Richard M

. 

N
ixon

）
共
和
党
候
補
が
大
統
領
選
挙
に
勝
利
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
集
団
安
全
保
障
体
制
と
そ
れ
へ
の
日
本
の
参
加

に
対
し
て
、
米
国
の
支
持
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
結
局
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
は
挫
折
し
た
た
め
、
従
来
の
多
く
の
先
行
研
究
で
は
韓
国
外
交
の
失
敗
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
と
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
か
ら
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
背
景
と
す
る
戦
後
日
韓
関
係
の
始
動
に
、
日
本
・
米
国
・

韓
国
が
、
韓
国
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
や
沖
縄
返
還
交
渉
な
ど
を
進
め
る
中
で
、
米
国
を
媒
介
と
す
る
日
韓
関
係
の
展
開
、
お
よ
び
日
米
韓
関

係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
韓
国
政
府
が
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
推
進
し
た
こ
と
に
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
と
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム

派
兵
が
関
係
し
て
い
た
。
一
九
六
一
年
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
で
朴
正
煕
が
権
力
を
握
り
一
九
六
三
年
に
大
統
領
に
就
任
す
る
と
、
ケ
ネ

デ
ィ
ー
大
統
領
暗
殺
後
に
昇
格
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Lyndon B. Johnson

）
政
権
は
、
ア
ジ
ア
域
内
の
役
割
分
担
を
通
じ
て
、
ア
ジ
ア
に

対
す
る
米
国
の
軍
事
・
経
済
的
支
援
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
日
韓
国
交
正
常
化
支
援
と
在
韓
米
軍
削
減
の
検
討
に
着
手
し
た
。
し
か

し
、
在
韓
米
軍
削
減
計
画
は
韓
国
政
府
に
不
安
を
抱
か
せ
、
朴
正
煕
政
権
は
そ
の
代
案
と
し
て
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を
構
想
す
る
の

で
あ
る
。
米
国
政
府
は
、
そ
の
こ
と
で
在
韓
米
軍
削
減
を
棚
上
げ
す
る
と
と
も
に
、
日
韓
関
係
正
常
化
を
よ
り
一
層
促
し
た
。
こ
う
し
た

日
米
韓
関
係
の
構
図
の
下
で
の
韓
国
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
と
日
韓
国
交
正
常
化
の
間
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
は
、
一
九
六
五
年
五
月
に
行
わ
れ
た
朴

正
煕
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Lyndon B. Johnson

）
の
首
脳
会
談
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
米
韓
合
意
を
韓
国
の
視
点
か
ら
み
れ

ば
、
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
と
対
日
国
交
正
常
化
の
一
括
妥
結
は
、
韓
国
が
求
め
て
い
た
在
韓
米
軍
の
現
状
維
持
と
、
日
韓
国
交
正
常
化
以
降
も

米
国
の
対
韓
支
援
が
日
本
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
な
く
持
続
さ
れ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
日
米
韓
関
係
と
密
接
に
関
連
し
て
展
開
し
た
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
と
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
は
、
一
九
六
〇
年
代
朴
政
権
が
、
ど
の
よ
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う
な
戦
略
的
発
想
を
も
っ
て
日
本
を
安
全
保
障
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
知
し
位
置
づ
け
た
の
か
が
確
認
さ
れ
る
重
要
な
事
例
な
の
で
あ

る
。

㈡
　
分
析
視
角

　
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
は
結
果
的
に
挫
折
し
た
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
に
は
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
断
片
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
扱
う
傾
向

が
あ
る
。
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
先
行
研
究
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
、
米
韓
関
係
の
文
脈
か
ら
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
み
る
研
究
で
あ
る
。
劉
仙
姫
は
、
一
九
六
八
年
プ
エ
ブ
ロ
号
事
件
以
後
、
朴
政

権
が
米
国
に
対
す
る
韓
国
の
戦
略
的
・
外
交
的
地
位
の
喪
失
を
危
惧
し
た
た
め
、
実
現
可
能
性
が
著
し
く
低
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ａ

Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
打
ち
出
し
た
と
分
析
し
て
い（
1
）る。

と
り
わ
け
劉
は
、
米
国
の
関
与
を
引
き
出
す
た
め
に
日
本
の
参
加
を
強
調
し
た
と
論

じ
て
い
る
が
、
当
時
韓
国
は
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
米
国
が
参
加
し
な
い
可
能
性
も
想
定
し
な
が
ら
同
構
想
を
進
め
て
い
た
。
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想

に
は
、
日
本
の
参
加
が
米
国
を
巻
き
込
む
た
め
の
手
段
以
上
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
日
米
韓
関
係
の
力
学
と
政
治
過
程
を
見

出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
日
韓
関
係
の
文
脈
か
ら
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
捉
え
る
崔
喜
植
は
、
一
九
六
八
年
の
朝
鮮
半
島
の
安
保
危
機
と
米
国
の
ア
ジ
ア

戦
略
転
換
を
起
点
と
し
て
、
韓
国
の
対
日
認
識
が
変
化
し
た
こ
と
を
強
調
す（
2
）る。
従
来
、
日
本
と
の
関
係
を
経
済
的
側
面
に
限
定
し
て
い

た
韓
国
の
対
日
認
識
が
転
換
し
、
政
治
・
安
全
保
障
の
側
面
か
ら
協
力
関
係
を
強
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
説
明
で
あ
る
。
し
か
し
、

認
識
の
変
化
に
加
え
て
、
日
本
を
巻
き
込
む
集
団
安
全
保
障
機
構
を
構
想
し
た
韓
国
の
政
策
的
判
断
の
根
拠
に
関
し
て
は
、
本
稿
が
み
る

と
お
り
日
米
韓
関
係
の
下
で
の
連
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
と
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
集
団
的
安
全
保
障
体
制
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
李
相
泫
は
、
ア
ジ
ア
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
条
約
機
構

が
設
立
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
分
析
す
る
。
李
は
、
日
本
は
戦
後
一
貫
し
て
地
域
軍
事
同
盟
へ
の
参
加
に
は
消
極
的
な
姿
勢
を
持
ち
続
け
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た
た
め
、
最
初
か
ら
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
創
設
の
可
能
性
は
低
か
っ
た
と
指
摘
す（
3
）る。
一
方
、
波
多
野
澄
雄
は
、
韓
国
が
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
縮
小
を
補
う
た
め
に
、
米
国
を
ハ
ブ
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
の
集
団
安
全
保
障
体
制
を
模
索
し
た
も
の
の
、
米
国
と
日
本
の
消
極
的
な
対

応
に
よ
っ
て
挫
折
し
た
と
指
摘
し
て
い（
4
）る。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
が
み
る
と
お
り
、
韓
国
政
府
は
そ
の
よ
う
な
日
本
の
外
交
方
針
を
的

確
に
把
握
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
韓
国
政
府
は
日
本
の
参
加
を
前
提
に
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
を
理
解
す
る

に
は
、
日
米
韓
関
係
か
ら
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
一
方
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
な
ど
一
九
六
〇
年
代
半
ば
の
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
と
米
国
の
関
係
に
関
し
て
は
、
曺
良
鉉
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ（
5
）る。

曺
は
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
（
Ａ
Ｄ
Ｂ
）、
東
南
ア
ジ
ア
開
発
閣
僚
（
Ａ
Ｅ
Ａ
Ｍ
Ｃ
Ｅ
Ｄ
）
及
び
ア
ジ
ア
太
平
洋
協
議
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
を
通

じ
て
、
ア
ジ
ア
地
域
主
義
の
展
開
を
米
国
外
交
と
の
関
連
性
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ジ
ア
の
経
済
・
社
会
開
発
を
求
め
て
い

た
米
国
と
ア
ジ
ア
諸
国
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
当
時
ア
ジ
ア
地
域
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ

Ｃ
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
米
国
と
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
外
交
に
つ
い
て
も
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
日
米
韓
関
係
の
視
点
か
ら
日
韓
の
安
全
保
障
関
係
を
分
析
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
チ
ャ
（V

ictor D. Cha

）
が
提
示

し
た
擬
似
同
盟
モ
デ
ル
（Q
uasi-Alliance m

odel

）
が
広
く
知
ら
れ
て
い（
6
）る。

チ
ャ
は
、
日
韓
関
係
を
協
力
と
葛
藤
を
繰
り
返
す
敵
対
的

提
携
（alignm

ent despite antagonism

）
関
係
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
日
韓
関
係
の
重
要
な

変
数
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
が
考
察
す
る
よ
う
に
、
日
本
と
韓
国
は
、
米
国
の
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
独
自
の
外
交
的
な
取
り
組
み

を
展
開
し
て
い
た
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
か
ら
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
流
れ
を
連
続
性
の
視
点

で
捉
え
、
米
国
の
関
与
に
も
留
意
し
つ
つ
韓
国
政
府
の
構
想
と
日
韓
協
力
の
展
開
を
分
析
す
る
。
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二
　
一
九
六
〇
年
代
の
冷
戦
構
造
の
変
化
と
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ

　
本
章
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
冷
戦
構
造
が
変
化
し
て
い
る
中
で
行
わ
れ
た
日
韓
国
交
正
常
化
と
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
が
、
ど
の

よ
う
な
関
係
性
を
持
っ
て
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
め
ぐ
る
日
米
韓
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
考
察
す
る
。

㈠
　
韓
国
の
安
全
保
障
認
識
と
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
提
唱

　
朝
鮮
戦
争
以
来
、
分
断
体
制
と
い
う
特
殊
な
安
全
保
障
環
境
の
下
で
の
韓
国
の
重
要
な
課
題
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
北
朝
鮮
と
の
体

制
競
争
と
、
米
国
の
軍
事
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
在
韓
米
軍
を
強
固
に
維
持
し
て
北
朝
鮮
の
脅
威
を
抑
止
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
体
制
競
争
の
下
、
唯
一
合
法
政
府
の
問
題
に
関
し
て
は
、
一
九
四
八
年
の
国
連
総
会
で
韓
国
政
府
が
朝
鮮
半
島
に
お

け
る
唯
一
合
法
政
府
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
厳
密
に
は
、
韓
国
政
府
の
行
政
権
が
及
ぶ
範
囲
は
、
北
朝
鮮
を
除
く
韓
国
の
領
土
に
限
ら
れ

て
い
た
が
、
国
際
連
合
韓
国
統
一
復
興
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｕ
Ｒ
Ｋ
）
の
存
在
が
そ
の
弱
点
を
十
分
埋
め
て
き（
7
）た。

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
非
同
盟
諸
国
の
国
連
加
盟
が
急
増
し
、
国
連
に
お
け
る
大
き
な
勢
力
と
し
て
浮
上
し
た
。

六
一
年
の
第
一
六
回
目
の
国
連
総
会
に
は
、
棚
上
げ
さ
れ
て
い
た
中
国
の
代
表
権
問
題
が
再
び
公
式
に
提
起
さ
れ
た
。
結
果
的
に
は
「
重

要
事
項
指
定
方
式
」
に
よ
っ
て
台
湾
の
代
表
権
が
維
持
さ
れ
た
が
、
す
で
に
、
台
湾
支
持
に
反
対
の
国
と
棄
権
国
の
合
計
が
賛
成
国
を
上

回
る
状
況
と
な
っ
た
。
台
湾
の
状
況
か
ら
、
韓
国
も
同
じ
よ
う
な
懸
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
朴
政
権
は
、
国
連
に
お
け
る
朝
鮮
半
島

唯
一
の
合
法
政
府
と
し
て
の
地
位
に
不
安
を
か
か
え
る
と
と
も
に
、
外
交
的
孤
立
を
懸
念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
実
際
、
六
〇
年
代
の
韓

国
は
、
国
連
に
お
け
る
北
朝
鮮
と
の
外
交
的
競
争
の
下
、
非
同
盟
諸
国
に
対
す
る
外
交
に
お
い
て
中
国
に
便
乗
し
て
い
た
北
朝
鮮
よ
り
劣

勢
で
あ
っ
た
（
8
）。
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一
方
、
米
国
の
軍
事
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
も
変
化
が
現
れ
た
。
軍
政
を
終
え
て
一
九
六
三
年
一
二
月
に
発
足
し
た
朴
政
権
に
と
っ
て
、

在
韓
米
軍
を
維
持
す
る
こ
と
で
北
朝
鮮
の
脅
威
を
抑
止
す
る
こ
と
は
政
権
の
安
定
を
左
右
す
る
事
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
米
国
で
は
一

九
五
〇
年
代
か
ら
持
続
的
に
在
韓
米
軍
削
減
の
必
要
性
が
提
議
さ
れ
て
い
た
。
一
九
六
四
年
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
は
、
新
憲
法
に
よ
り
朴

政
権
が
正
式
に
発
足
し
た
こ
と
で
韓
国
の
状
況
が
あ
る
程
度
安
定
し
た
と
判
断
し
、
在
韓
米
軍
削
減
の
検
討
を
本
格
的
に
進
め（
9
）た。
六
四

年
一
月
二
二
日
、
デ
ィ
ー
ン
・
ラ
ス
ク
（D

ean Rusk

）
国
務
長
官
と
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
ナ
マ
ラ
（Robert M

cN
am
ara

）
国
防
長
官
は
、

在
韓
米
軍
一
万
二
〇
〇
〇
人
と
韓
国
軍
七
万
人
の
減
縮
を
同
年
六
月
ま
で
実
行
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権

の
在
韓
米
軍
削
減
政
策
は
、
韓
国
軍
と
在
韓
米
軍
を
同
時
に
減
縮
す
る
形
で
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
）
10
（

る
。
同
年
一
月
二
九
日
に
訪
韓
し
た
ラ

ス
ク
国
務
長
官
は
、
朴
大
統
領
と
の
会
談
で
軍
隊
規
模
の
縮
小
と
日
韓
国
交
正
常
化
を
中
心
的
議
題
と
し
た
。
朴
大
統
領
は
、
軍
縮
が
政

治
的
不
安
定
を
助
長
す
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
韓
国
軍
の
縮
小
に
反
対
し
）
11
（
た
。

　
上
述
し
た
よ
う
な
安
全
保
障
認
識
か
ら
朴
政
権
は
、
安
全
保
障
政
策
の
一
環
と
し
て
、
一
九
六
四
年
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
協
議
会
（
Ａ

Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
の
開
催
準
備
に
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
地
域
的
協
力
機
構
の
創
設
を
通
し
て
、
韓
国
が
置
か
れ
て
い
た
安
全
保
障
環
境

を
補
完
す
る
戦
略
で
あ
っ
た
。
朴
政
権
は
、
米
国
と
の
ハ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ス
ポ
ー
ク
（hub and spoke

）
体
制
を
形
成
し
て
い
た
ア
ジ
ア

自
由
陣
営
諸
国
を
ブ
ロ
ッ
ク
化
す
る
こ
と
で
、
域
内
の
外
交
・
安
全
保
障
的
基
盤
の
構
築
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
朴
政

権
の
思
惑
か
ら
見
れ
ば
日
本
は
当
然
、
重
要
な
参
加
国
で
あ
っ
た
。

　
同
年
八
月
に
韓
国
外
務
部
が
作
成
し
た
初
期
の
構
想
案
に
よ
る
と
、
韓
国
政
府
が
推
進
し
た
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
一
九
六
五
年
四
月
に
ソ
ウ

ル
で
開
く
こ
と
を
予
定
し
、
そ
の
目
的
は
、
①
共
産
侵
略
の
脅
威
に
対
処
す
る
た
め
の
自
由
主
義
陣
営
の
反
共
体
制
の
強
化
、
②
国
際
情

勢
に
対
す
る
共
同
対
策
の
樹
立
、
③
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
の
妥
結
の
た
め
の
国
内
外
的
支
持
の
確
保
な
ど
で
あ
っ
た
。
参
加
国
は
韓
国

を
は
じ
め
、
台
湾
、
南
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
八
カ
国
で
、
他

の
参
加
国
が
日
本
の
参
加
を
希
望
す
る
場
合
、
招
請
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
）
12
（
た
。
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当
初
、
韓
国
政
府
が
日
本
の
参
加
に
対
し
て
関
連
国
の
反
応
を
探
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
国
内
の
対
日
感
情
が
悪
化
し
て
い
る
中
で
、

日
本
の
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
参
加
が
朴
政
権
の
優
先
課
題
で
あ
る
日
韓
基
本
条
約
の
締
結
に
与
え
る
悪
影
響
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
目
的
の
一
つ
が
日
韓
国
交
正
常
化
を
順
調
に
進
め
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
参
加
国
が
日
本
の
参
加

を
希
望
す
る
場
合
に
は
そ
れ
に
直
ち
に
同
意
す
る
と
い
う
交
渉
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
韓
国
は
当
初
か
ら
日
本
の

参
加
を
前
向
き
に
検
討
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
実
際
、
韓
国
政
府
は
参
加
国
が
日
本
の
参
加
を
希
望
す
る
場
合
、
こ
れ
に
直
ち
に
同
意
す
る
方
針
を
定
め
、
一
九
六
四
年
九
月
に
各
公

館
に
交
渉
指
針
を
伝
達
し
）
13
（

た
。
そ
し
て
、
会
議
が
反
共
産
主
義
を
重
視
す
る
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
韓

国
は
強
固
な
反
共
国
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
当
該
時
期
、
そ
の
反
共
体
制
の
強
化
に
共
感
す
る
国
が
少
な
か
っ
た
の
で
、

過
度
な
反
共
主
義
が
招
く
副
作
用
を
憂
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
政
府
が
議
題
と
し
て
想
定
し
て
い
た
の
は
、
①
共
産
勢
力

の
浸
透
に
対
す
る
反
共
体
制
の
強
化
、
②
自
由
ア
ジ
ア
陣
営
の
紐
帯
と
国
際
的
地
位
の
向
上
、
③
地
域
内
の
経
済
・
文
化
協
力
の
増
進
等

の
、
あ
く
ま
で
も
反
共
ブ
ロ
ッ
ク
化
の
構
築
を
目
指
す
内
容
で
あ
っ
た
。

　
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
参
加
交
渉
を
始
め
る
前
に
、
韓
国
は
李
東
源
外
務
長
官
と
ブ
ラ
ウ
ン
（W

inthrop G. Brow
n

）
駐
韓
米
国
大
使
と
の

面
談
の
際
、
同
会
議
に
関
す
る
米
国
の
協
力
を
求
め
た
。
し
か
し
、
米
国
は
参
加
国
へ
の
打
診
を
優
先
す
る
よ
う
勧
告
し
な
が
ら
も
返
事

を
見
送
っ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
目
的
の
曖
昧
さ
、
韓
国
政
府
の
国
際
会
議
の
開
催
能
力
な
ど
の
点
か
ら
、
米
国
は
同
会
議
の
開
催
に
懐
疑

的
だ
っ
た
の
で
あ
）
14
（

る
。
そ
の
際
に
始
ま
っ
た
参
加
国
へ
の
意
向
打
診
で
は
、
台
湾
、
タ
イ
、
南
ベ
ト
ナ
ム
以
外
の
国
は
極
め
て
消
極
的

だ
っ
た
。
特
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、「
日
本
の
参
加
な
し
に
は
会
議
の
意
味
が
な
い
」
と
否
定
的
な
態
度
を

示
し
、
タ
イ
や
南
ベ
ト
ナ
ム
も
日
本
の
参
加
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
日
韓
交
渉
の
韓
国
代
表
部
金
東
祚
代
表
が
、
佐
藤
栄
作
内
閣
の
発
足
に
合
わ
せ
て
、
一
九
六
四
年
一
一
月
一
三
日
に
、
そ

れ
ま
で
の
経
緯
を
椎
名
悦
三
郎
外
相
に
説
明
し
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
日
本
の
参
加
を
要
請
し
）
15
（
た
。
し
か
し
、
日
本
政
府
は
本
件
を
首
相
及
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び
外
務
省
内
で
議
論
し
た
結
果
、「
参
加
し
な
い
」
方
針
を
固
め
た
と
韓
国
に
伝
え
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、「
従
来
の
日
本
の
ア
ジ
ア
外

交
政
策
に
照
ら
し
て
、
韓
国
、
台
湾
、
南
ベ
ト
ナ
ム
等
の
強
力
に
反
共
を
標
榜
す
る
国
々
と
歩
調
を
揃
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
、

「
日
本
は
自
由
主
義
陣
営
の
一
員
で
あ
る
が
、
融
通
性
の
あ
る
自
由
主
義
国
家
で
あ
り
、
招
待
諸
国
の
大
半
が
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
加
盟
国
で

あ
る
こ
の
よ
う
な
会
議
に
参
加
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
）
16
（
た
。
日
本
の
参
加
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
で
、

六
五
年
四
月
に
予
定
し
て
い
た
会
議
の
開
催
が
先
送
り
さ
れ
、
参
加
交
渉
は
停
滞
の
局
面
に
入
っ
た
。

㈡
　
米
国
の
側
面
支
援
の
開
始

―
日
韓
国
交
正
常
化
と
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
の
連
携

　
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
開
催
交
渉
の
転
換
点
と
な
っ
た
の
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
と
韓
国
軍
戦
闘
部
隊
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
に
向
け
た
取
り
組
み
が

同
時
に
推
進
さ
れ
る
中
で
、
一
九
六
四
年
一
二
月
、
米
国
が
会
議
開
催
へ
の
側
面
支
援
に
乗
り
出
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
六
四
年
八
月
の
ト

ン
キ
ン
湾
事
件
を
契
機
に
米
国
が
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
軍
事
介
入
を
本
格
化
す
る
中
で
、
同
年
一
〇
月
に
は
中
国
が
核
実
験
に
成
功
し
た
。

そ
の
た
め
米
国
は
、
そ
れ
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
全
保
障
上
の
役
割
分
担
体
制
の
再
構
築
に
迫
ら
れ
）
17
（

た
。

　
こ
の
時
期
、
米
国
政
府
内
で
最
も
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
実
現
で
あ
っ
た
。
米
国
は
、
財
政
的
側
面

で
年
間
三
億
ド
ル
に
達
す
る
対
韓
支
援
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
日
本
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
軍
事
戦
略
的
側
面
か
ら
も
、
日
韓

両
国
は
前
哨
基
地
と
兵
站
基
地
と
し
て
高
い
戦
略
的
価
値
を
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
早
期
妥
結
と
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
へ
の
同
盟
国
の
協
力
は
、
米
国
の
ア
ジ
ア
政
策
に
と
っ
て
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
）
18
（
た
。

　
朴
政
権
は
、
こ
の
機
会
を
逃
さ
ず
、
戦
闘
部
隊
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を
進
め
た
。
韓
国
は
一
九
六
一
年
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
韓
国
軍

の
派
兵
を
積
極
的
に
米
国
側
に
提
案
し
て
お
り
、
六
三
年
に
は
医
療
支
援
軍
が
派
兵
さ
れ
た
。
し
か
し
、
米
国
は
韓
国
戦
闘
部
隊
の
ベ
ト

ナ
ム
派
兵
提
案
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
経
済
的
理
由
か
ら
在
韓
米
軍
の
削
減
を
考
慮
し
て
い
た
こ
と
、
日
本
社
会
党
が
日
韓
国
交
正
常

化
に
反
対
し
て
い
る
中
、
日
韓
交
渉
に
否
定
的
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
、
そ
し
て
中
国
や
北
朝
鮮
な
ど
の
ア
ジ
ア
域
内
の
共
産
主
義
国
家
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を
刺
激
す
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
米
国
政
府
は
慎
重
に
対
応
し
た
の
で
あ
）
19
（
る
。

　
朴
政
権
は
、
経
済
再
建
と
北
朝
鮮
と
の
体
制
競
争
の
た
め
に
日
韓
国
交
正
常
化
を
強
く
進
め
よ
う
と
し
て
い
た
一
方
で
、
米
国
が
日
韓

国
交
正
常
化
を
契
機
に
対
韓
支
援
の
役
割
を
日
本
に
引
き
継
が
せ
、
そ
の
結
果
、
米
国
の
対
韓
防
衛
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
縮
小
さ
れ
る
こ

と
を
憂
慮
し
て
い
）
20
（
た
。
朴
政
権
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
の
軍
縮
要
請
が
続
く
こ
と
か
ら
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
米
国

の
在
韓
米
軍
削
減
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
が
ひ
と
つ
の
対
処
法

に
な
る
と
判
断
し
た
。
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
に
よ
っ
て
、
米
国
が
在
韓
米
軍
削
減
計
画
の
一
環
と
し
て
推
進
し
て
い
た
韓
国
軍
の
減

縮
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
朴
政
権
は
、
一
九
六
四
年
三
月
と
一
一
月
に
改
め
て
戦
闘
部
隊
の
派
兵
の
意
思
を

米
国
側
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
と
の
接
触
を
始
め
）
21
（
た
。

　
当
該
時
期
米
国
政
府
は
、
財
政
健
全
化
に
向
け
て
在
韓
米
軍
の
約
一
八
％
に
あ
た
る
九
〇
〇
〇
人
の
削
減
を
検
討
し
た
が
、
同
時
に
、

そ
れ
が
韓
国
政
府
の
不
安
を
高
め
る
こ
と
も
懸
念
し
た
。
日
韓
国
交
正
常
化
に
対
す
る
韓
国
の
世
論
は
悪
化
す
る
一
方
で
、
米
国
の
軍
縮

政
策
は
朴
政
権
の
反
発
を
買
っ
て
い
）
22
（

た
。
一
方
で
米
国
は
、
在
韓
米
軍
削
減
が
韓
国
に
不
安
を
も
た
ら
し
日
韓
基
本
条
約
締
結
に
否
定
的

影
響
を
与
え
る
と
判
断
し
、
日
韓
国
交
正
常
化
を
通
じ
て
米
国
が
得
ら
れ
る
経
済
的
利
益
で
在
韓
軍
事
費
を
相
殺
し
た
方
が
望
ま
し
い
と

の
結
論
を
下
し
）
23
（

た
。
さ
ら
に
、
在
韓
米
軍
削
減
の
代
わ
り
に
、
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
が
代
案
と
し
て
採
択
さ
れ
、
一
九
六
五
年
四
月

に
は
米
国
の
国
家
安
保
委
員
会
連
席
会
議
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
共
に
韓
国
に
対
す
る
戦
闘
部
隊
の
派

兵
要
請
が
可
決
さ
れ
）
24
（

た
。

　
一
九
六
四
年
一
二
月
、
韓
国
政
府
の
提
案
に
よ
る
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
が
在
韓
米
軍
削
減
の
代
案
と
し
て
本
格
的
に
考
慮
さ
れ
る

中
で
、
米
国
は
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
対
す
る
支
持
を
韓
国
政
府
に
伝
え
て
き
た
。
そ
の
後
、
米
国
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
参
加
に
つ
い
て
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
な
ど
の
友
好
諸
国
に
働
き
か
け
る
一
方
、
日
本
に
対
す
る
説
得
を
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
に
要
請
し
）
25
（
た
。
米
国
が
直
接
日
本
の
説
得
に
乗
り
出
し
た
場
合
、
日
本
へ
の
圧
力
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
日
韓
基
本
条
約
の
締
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結
に
悪
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
と
懸
念
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
駐
日
米
大
使
（Edw

in O. Reischauer

）
は
間
接
的
な
説
得
に
乗
り
出
す
と
し
て
も
、
日
本
が
日
韓
国
交
正
常

化
の
前
に
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
参
加
を
決
定
す
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
に
近
い
と
本
国
の
政
府
に
報
告
し
）
26
（
た
。
ま
た
、
日
韓
国
交
正
常
化
に
反
対

し
て
い
る
日
本
社
会
党
や
共
産
党
が
、
日
米
韓
三
国
に
よ
る
反
共
軍
事
同
盟
の
可
能
性
を
疑
う
中
で
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
参
加
は
日
本
国

内
の
世
論
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
と
憂
慮
し
）
27
（

た
。
こ
の
よ
う
に
米
国
は
、
日
本
の
参
加
可
能
性
は
低
い
と
判
断
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ａ

Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
支
援
し
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
中
国
の
核
実
験
と
中
国
代
表
権
問
題
で
あ
っ
た
。
一
九
六
四
年
四
月
に
台
湾
で
行
わ
れ
た

ラ
ス
ク
米
国
務
長
官
と
蔣
介
石
総
統
の
会
談
で
も
明
確
に
言
及
さ
れ
た
よ
う
）
28
（

に
、
中
国
の
核
開
発
が
域
内
の
反
共
諸
国
に
及
ぼ
し
た
心
理

的
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
一
〇
月
の
中
国
の
核
実
験
成
功
に
よ
り
、
台
湾
は
も
ち
ろ
ん
韓
国
で
も
政
治
的
・
心
理
的
動
揺
が
広
が
っ
た
た

め
、
米
国
の
国
務
省
は
、
韓
国
主
導
の
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
開
催
が
、
ア
ジ
ア
自
由
主
義
諸
国
の
連
帯
意
識
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
心
理
的
側
面

で
有
用
で
あ
る
と
判
断
し
）
29
（
た
。

　
北
朝
鮮
と
の
体
制
競
争
に
晒
さ
れ
て
い
た
韓
国
に
と
っ
て
、
中
国
の
核
開
発
は
反
共
外
交
基
盤
の
構
築
を
さ
ら
に
必
要
と
す
る
出
来
事

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
情
勢
認
識
の
下
で
、
韓
国
政
府
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
自
由
主
義
諸
国
の
連
帯
意
識
を
向
上
さ
せ

る
た
め
に
、
戦
略
的
に
単
な
る
反
共
の
強
調
よ
り
も
、
日
本
を
含
む
地
域
協
議
体
を
創
設
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
と
判
断
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
て
韓
国
政
府
は
、
度
重
な
る
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
開
催
の
延
期
に
不
満
を
表
し
て
い
た
台
湾
や
南
ベ
ト
ナ
ム
に
加
え
て
、
日
本
抜
き
で

の
開
催
を
提
案
す
る
タ
イ
を
説
得
し
な
が
ら
、
対
日
交
渉
を
再
開
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
模
索
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
出
さ

れ
た
、
同
会
議
を
評
価
し
た
米
国
の
支
援
表
明
は
、
日
本
と
の
交
渉
を
再
開
す
る
契
機
を
韓
国
政
府
に
も
た
ら
し
た
の
だ
っ
た
。
韓
国
政

府
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
参
加
国
の
拡
大
に
向
け
て
、「
反
共
」
に
傾
斜
せ
ず
に
新
し
い
議
題
を
設
定
す
べ
き
だ
と
す
る
米
国
の
提
案
を
受
け

入
れ
た
う
え
で
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
お
い
て
有
意
義
な
議
論
を
行
う
べ
く
、
議
題
設
定
の
た
め
の
参
加
国
に
よ
る
予
備
会
談
を
開
く
意
向
を
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示
し
）
30
（
た
。

㈢
　
日
本
の
参
加
決
定

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
通
じ
た
米
国
の
側
面
支
援
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
韓
国
は
予
備
会
談
の
開
催
に
合
わ
せ
て
日
本
と
の
参

加
交
渉
に
積
極
的
に
乗
り
出
し
た
。
韓
国
は
、
本
会
議
出
席
へ
の
決
定
を
留
保
し
て
も
、
予
備
会
談
に
出
席
し
て
ほ
し
い
と
日
本
に
提
案

し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
タ
イ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
要
請
が
続
い
た
結
果
、
日
本
は
、
一
九
六
五
年
三
月
に
バ
ン
コ
ク
で
開
か
れ
た
第

一
回
準
備
会
議
に
「
本
会
議
へ
の
参
加
を
前
提
と
し
な
い
」
と
い
う
条
件
付
き
で
参
加
し
）
31
（
た
。

　
条
件
付
き
な
が
ら
準
備
会
議
に
参
加
す
る
と
し
た
日
本
の
決
断
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
諸
国
の
説
得
に
加
え
て
、

日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
へ
の
影
響
、
日
本
の
不
参
加
に
よ
っ
て
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
交
渉
が
停
滞
に
陥
る
可
能
性
、
そ
し
て
中
国
の
核
開
発
が

韓
国
や
台
湾
な
ど
の
域
内
諸
国
に
及
ぼ
す
影
響
に
対
す
る
憂
慮
に
基
づ
き
下
さ
れ
た
も
の
だ
っ
）
32
（
た
。
実
際
、
第
一
回
準
備
会
議
に
先
立
っ

て
同
年
二
月
に
開
か
れ
た
第
一
次
日
韓
外
相
会
談
で
、
李
外
務
長
官
は
椎
名
外
相
に
「
中
国
の
核
実
験
が
自
由
ア
ジ
ア
諸
国
に
政
治
的
、

心
理
的
脅
威
を
拡
大
さ
せ
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
国
力
や
国
際
的
地
位
か
ら
当
然
日
本
が
指
導
的
国
家
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
中
国
の
脅
威
を
強
調
し
て
、
日
本
の
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
参
加
を
促
し
）
33
（

た
。

　
当
時
、
佐
藤
栄
作
政
権
は
、
政
経
分
離
の
原
則
の
下
で
、
共
産
主
義
陣
営
と
の
関
係
改
善
を
探
っ
て
い
た
。
一
九
五
五
年
の
第
一
回
バ

ン
ド
ン
会
議
で
は
、
周
恩
来
と
高
崎
達
之
助
が
二
度
に
わ
た
っ
て
密
か
に
会
談
し
て
い
た
。
六
五
年
四
月
に
開
か
れ
た
バ
ン
ド
ン
会
議
一

〇
周
年
式
典
で
は
、
川
島
正
次
郎
と
周
恩
来
の
会
談
を
通
じ
て
、
関
係
改
善
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
）
34
（

た
。
ま
た
、
日
本
は
北
朝
鮮
に
対

し
て
も
非
政
治
的
関
係
の
改
善
を
視
野
に
入
れ
て
い
）
35
（
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
池
田
勇
人
政
権
か
ら
佐
藤
栄
作
政
権
へ
と
続
い
た
日
本

の
政
経
分
離
外
交
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
米
安
保
条
約
を
基
軸
と
す
る
日
本
外
交
、
中
国
の
核
開
発
に
よ
る
不
安
が
募
っ
て
い
る
自
由
主

義
陣
営
へ
の
外
交
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
文
脈
で
、
日
本
の
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
準
備
会
議
へ
の
参
加
が
決
定
さ
れ
た
。
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Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
準
備
会
議
へ
の
日
本
の
参
加
決
定
を
受
け
て
、
韓
国
政
府
は
日
本
が
本
会
議
に
も
参
加
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
が
、
そ
の

後
も
本
会
議
に
対
す
る
日
本
政
府
の
姿
勢
は
依
然
と
し
て
不
参
加
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
李
外
務
長
官
は
、
準
備
会
議
直
後
の
訪
米
の
際
に
、

Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
対
す
る
米
国
の
公
的
な
支
持
を
求
め
た
。
し
か
し
、
日
韓
国
交
正
常
化
に
及
ぼ
す
影
響
を
憂
慮
し
た
米
国
の
対
応
は
、
極

め
て
慎
重
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
駐
日
米
国
大
使
は
、
日
韓
基
本
条
約
が
日
本
の
国
会
で
批
准
さ
れ
た
後
に
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
参
加

を
日
本
に
説
得
す
る
こ
と
、
そ
の
際
に
は
、
日
本
は
自
由
主
義
陣
営
の
繁
栄
の
た
め
の
責
任
あ
る
役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
と
強
調
す

る
こ
と
を
約
し
た
。
そ
の
た
め
韓
国
政
府
は
、
日
本
が
日
韓
基
本
条
約
を
批
准
す
る
ま
で
交
渉
を
延
期
す
る
方
針
に
改
め
）
36
（
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
一
九
六
五
年
六
月
二
二
日
に
行
わ
れ
た
日
韓
基
本
条
約
調
印
の
際
に
、
佐
藤
首
相
は
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
参
加
自
体
に
つ
い
て

肯
定
的
意
見
を
表
明
し
）
37
（
た
。
韓
国
と
の
国
交
正
常
化
を
機
に
、
日
本
が
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
参
加
に
傾
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
会
議
の
出

席
が
日
本
国
内
の
世
論
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
て
、
日
韓
基
本
条
約
が
国
会
で
批
准
さ
れ
た
後
に
参
加
意
思
を
示
す
こ
と
と
さ
れ
た
。

日
本
の
参
加
は
結
局
、
参
議
院
本
会
議
で
日
韓
基
本
条
約
批
准
が
可
決
さ
れ
た
一
九
六
五
年
一
二
月
以
降
に
決
定
さ
れ
た
。
一
二
月
一
八

日
に
行
わ
れ
た
日
韓
基
本
条
約
の
批
准
書
交
換
の
際
、
日
本
は
参
加
の
意
思
を
韓
国
政
府
に
伝
え
た
。
そ
の
日
、
日
韓
両
国
は
、
一
九
六

六
年
四
月
に
東
京
で
開
催
予
定
の
東
南
ア
ジ
ア
開
発
閣
僚
会
議
に
配
慮
し
、
少
し
間
を
お
い
た
同
年
六
月
に
ソ
ウ
ル
で
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
開

催
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。
ま
た
両
国
は
、
日
本
国
内
の
世
論
へ
の
影
響
を
危
惧
し
、
日
韓
の
了
解
を
同
年
三
月
ま
で
公
表
し
な
い
こ
と

で
合
意
し
）
38
（
た
。

　
日
本
が
立
場
を
転
換
し
て
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
参
加
し
た
理
由
と
し
て
は
、
国
交
正
常
化
以
降
の
韓
国
に
対
す
る
外
交
的
配
慮
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ

Ｃ
の
反
共
色
を
薄
め
る
た
め
の
韓
国
の
積
極
的
対
応
、
Ａ
Ｐ
Ｓ
Ａ
Ｃ
の
開
催
へ
の
米
国
の
側
面
支
援
が
挙
げ
ら
れ
）
39
（

る
。

㈣
　
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
成
果
と
限
界

　
一
年
半
に
わ
た
る
交
渉
を
続
け
て
一
九
六
六
年
六
月
一
四
日
に
ソ
ウ
ル
で
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
以
下
の
点
で
、
そ
の
成
果
が
評
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価
で
き
る
。

　
第
一
に
、
韓
国
政
府
が
持
っ
て
い
た
外
交
的
孤
立
感
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
提
唱
す
る
時
期

に
、
韓
国
は
周
辺
情
勢
か
ら
外
交
的
孤
立
を
憂
慮
し
て
い
た
。
韓
国
政
府
は
核
開
発
で
さ
ら
に
影
響
力
を
拡
大
す
る
中
国
と
そ
こ
に
便
乗

す
る
北
朝
鮮
と
の
競
争
の
た
め
、
外
交
的
地
平
を
広
げ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国
は
、
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
の
た
め
、
国

連
で
の
影
響
力
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
中
立
主
義
諸
国
か
ら
反
発
を
受
け
、
国
連
総
会
で
の
支
持
を
失
う
恐
れ
も
あ
）
40
（

り
、
北
朝
鮮
と
の
体

制
競
争
は
更
に
厳
し
い
状
況
に
な
っ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
目
的
の
一
つ
が
韓
国
政
府
の
ベ
ト
ナ
ム
政
策
に
対
す
る
国
際
的
支
持
を
確
保
す

る
こ
と
だ
っ
た
の
）
41
（

は
、
韓
国
政
府
が
国
際
社
会
に
お
い
て
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
に
注
意
を
払

わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
表
）
42
（
す
。
こ
う
し
た
中
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
開
催
を
通
し
て
韓
国
は
地
域
的
外
交
基
盤
を
確
保
し
、

外
交
的
孤
立
感
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
第
二
に
、
日
本
を
含
む
地
域
的
な
協
議
体
を
創
設
し
た
。
韓
国
政
府
の
思
惑
通
り
安
全
保
障
体
制
と
し
て
の
反
共
ブ
ロ
ッ
ク
ま
で
に
は

行
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
域
内
の
重
要
な
議
題
を
扱
う
場
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
外
交
的
成
果
で
あ
っ
た
。
特
に
、
そ
こ
に
日
本
の
参
加

を
引
き
こ
む
こ
と
で
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
日
韓
が
多
国
間
関
係
の
視
点
か
ら
日
韓
関
係
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
機
会
に
な
っ
た
。
言
い
換
え

れ
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
交
渉
過
程
の
中
で
韓
国
政
府
に
は
、
日
本
が
地
域
の
協
力
に
お
い
て
の
重
要
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
い
う
認
識
が
芽
生

え
、
日
本
を
味
方
に
す
る
た
め
の
努
力
を
続
け
た
。
そ
こ
で
日
本
側
に
も
韓
国
に
対
す
る
姿
勢
の
変
化
が
見
ら
れ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の

参
加
を
決
定
し
た
日
本
は
「
韓
国
の
国
際
的
地
位
と
威
信
の
向
上
」
を
参
加
の
目
的
と
し
て
掲
げ
）
43
（

た
。
韓
国
に
対
す
る
日
本
の
思
惑
は
、

椎
名
悦
三
郎
外
相
に
よ
る
以
下
の
発
言
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
韓
国
の
狙
い
に
対
し
て
も
我
が
国
と
し
て
支
障
な
い
限
度
で
協
力
し
、

か
つ
、
か
か
る
会
議
開
催
に
よ
り
韓
国
の
国
際
的
地
位
が
向
上
す
る
こ
と
に
側
面
的
な
支
援
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
）
44
（
る
」。
ま
た
、

こ
う
し
た
日
本
政
府
の
方
針
は
、
国
交
正
常
化
後
、
日
本
政
府
が
対
韓
経
済
支
援
を
行
う
際
に
も
表
れ
て
い
）
45
（

た
。
日
韓
会
談
の
首
席
代
表

で
あ
っ
た
高
杉
晋
一
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
の
目
的
を
韓
国
の
経
済
的
安
定
を
図
る
こ
と
と
設
定
し
、
そ
れ
が
ま
た
自
由
ア
ジ
ア
地
域
の
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安
定
に
寄
与
す
る
道
で
あ
る
と
論
じ
）
46
（
た
。

　
外
交
的
孤
立
感
か
ら
韓
国
が
さ
ら
に
反
共
的
な
外
交
政
策
を
追
求
す
れ
ば
、
政
経
分
離
の
下
で
対
共
産
圏
外
交
を
求
め
て
い
た
日
本
外

交
へ
の
障
害
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
日
本
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
反
共
色
を
薄
め
、
共
産
圏
を
刺
激
し
な
い
こ
と
に
努
力
を
傾
注
し
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
本
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
成
功
に
よ
っ
て
韓
国
が
外
交
的
孤
立
感
を
解
消
し
、
ア
ジ
ア
地
域
内
で
安
定
的
地
位
を

確
保
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
に
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
開
催
を
通
し
て
外
交
的
成
功
を
経
験
し
た
。
韓
国
政
府
は
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
提
唱
か
ら
一
年
半
に
わ
た
る
交
渉

を
経
て
、
結
局
、
日
本
の
参
加
を
引
き
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
一
九
六
四
年
一
一
月
の
参
加
要
請
以
来
、
公
式
的
な
要
請
が
三
回
、
開
催

の
延
期
が
二
回
行
わ
れ
る
中
で
の
成
果
で
あ
っ
た
。
当
初
、
日
本
政
府
は
反
共
色
の
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
参
加
は
、
日
韓
基
本
条
約
締
結
に

対
す
る
国
内
世
論
の
悪
化
す
る
こ
と
と
域
内
の
共
産
主
義
諸
国
は
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
等
非
同
盟
諸
国
を
刺
激
す
る
と
判
断
し
て

参
加
不
可
方
針
を
堅
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
韓
国
政
府
は
米
国
の
側
面
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
粘
り
強
く
日
本
と
の
交
渉
を
行
い
、
日

本
の
参
加
と
い
う
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
外
交
的
成
功
の
体
験
は
、
以
降
、
韓
国
政
府
が
試
み
る
安
全
保
障
政
策
に

つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
の
分
析
か
ら
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
日
韓
が
両
国
の
協
力
関
係
を
模
索
す
る
転
換
点
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
初
は

Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
反
共
体
制
の
意
味
合
い
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
韓
国
の
期
待
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
韓
国
政
府
は
、
日
本
を
含
む
新

た
な
集
団
安
全
保
障
体
制
の
構
想
を
推
進
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
と
の
難
し
い
交
渉
を
経
て
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の

開
催
が
実
現
し
た
と
い
う
、
成
功
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
試
み
で
あ
っ
た
。
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三
　
ポ
ス
ト
・
ベ
ト
ナ
ム
と
集
団
安
全
保
障
体
制
構
想

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
は
非
軍
事
的
な
性
格
の
会
議
と
な
り
、
韓
国
が
当
初
求
め
た
集
団
安
全
保
障
体
制
と
し
て
の
機
能
は

果
た
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
韓
国
政
府
は
、
新
た
な
安
全
保
障
的
協
議
体
と
し
て
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
構
想
し
た
。
本
章
で
は
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ

に
関
す
る
韓
国
の
取
り
組
み
と
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
日
米
韓
関
係
の
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈠
　
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
会
議
と
集
団
安
全
保
障
体
制
の
模
索

　
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
開
催
は
韓
国
の
外
交
的
成
果
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
社
会
・
文
化
・
経
済
的
協
力
に
と
ど
ま
る
と
、
朴
正
煕
政
権

は
、
一
九
六
六
年
七
月
に
、
米
国
に
対
し
て
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
の
首
脳
会
議
を
提
案
し
た
。
そ
の
時
韓
国
は
、
総
合
的
な
地
域
協
議
機
構

で
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
太
平
洋
共
同
体
の
「
一
般
的
な
翼
」
と
し
て
、
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
会
議
を
「
軍
事
的
翼
」
と
し
て
位
置
づ

け
、
こ
の
二
つ
が
相
互
補
完
的
関
係
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
）
47
（

た
。
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
開
催
成
功
と
対
米
交
渉
力
の
強
化
に
自
信
を
得
た

韓
国
政
府
は
、
引
き
続
き
、
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
国
に
よ
る
協
議
体
に
お
い
て
安
全
保
障
に
関
す
る
議
論
を
積
極
的
に
進
め
た
の
で
あ
る
。

　
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首
脳
会
議
に
お
け
る
韓
国
の
具
体
的
な
目
的
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
安
全
保
障
問
題
と
連
携

さ
せ
、
共
同
の
安
全
保
障
協
力
を
模
索
す
る
こ
と
と
、
主
要
参
戦
国
と
し
て
戦
争
の
終
息
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
疎
外
さ
れ
な
い
こ
と
で

あ
っ
）
48
（

た
。
一
九
六
五
年
二
月
、
米
国
は
南
ベ
ト
ナ
ム
と
の
会
談
で
終
戦
問
題
を
議
論
し
て
以
降
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
平
和
的
終
息
を
模
索

し
始
め
た
。
韓
国
政
府
は
、
六
六
年
の
時
点
で
す
で
に
一
万
五
〇
〇
〇
人
を
派
兵
し
、
米
国
を
除
き
、
最
大
規
模
の
派
兵
を
し
て
い
た
主

要
参
戦
国
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
争
の
終
息
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
）
49
（

た
。
そ
こ
で
韓
国
政

府
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
単
な
る
「
米
国
の
戦
争
で
は
な
い
」
こ
と
を
国
際
社
会
に
知
ら
せ
る
た
め
に
、
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首
脳
会
議
に
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す
べ
て
の
参
戦
国
が
参
加
す
る
こ
と
を
米
国
に
提
案
し
、
米
国
も
こ
れ
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
）
50
（
た
。

　
し
か
し
、
会
議
に
お
い
て
韓
国
は
、
戦
争
終
息
自
体
の
議
論
よ
り
も
、
望
ま
し
い
終
戦
状
況
の
構
築
を
優
先
し
た
た
め
に
、
結
果
的
に

は
戦
争
遂
行
の
議
論
に
傾
い
）
51
（
た
。
他
に
も
韓
国
は
、
参
戦
国
に
よ
る
集
団
軍
事
行
動
の
必
要
性
の
確
認
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
た
め
の
合
同

司
令
部
の
設
置
な
ど
を
唱
え
、
米
国
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
平
和
的
終
息
と
は
見
解
の
相
違
を
見
せ
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
李
外
務
長
官
と
ニ
ュ
ウ
マ
ン
（G

eorge N
ew
m
an

）
駐
韓
米
国
公
使
の
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首
脳
会
議
の
議
題
に
関
す
る

会
談
が
一
九
六
六
年
一
〇
月
か
ら
四
回
行
わ
れ
た
。
こ
の
議
論
の
際
に
、
韓
国
は
日
本
を
取
り
上
げ
た
。
一
〇
月
一
日
の
李
外
務
長
官
と

ニ
ュ
ウ
マ
ン
公
使
の
会
談
で
、
李
長
官
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
平
和
的
終
息
の
た
め
に
日
本
が
主
催
す
る
平
和
会
議
（Japanese-sponsored 

Peace Conference

）
の
構
想
を
提
案
し
た
。
韓
国
は
、
当
時
佐
藤
政
権
が
積
極
的
に
ベ
ト
ナ
ム
平
和
努
力
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
日

本
が
主
催
す
る
平
和
会
議
は
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
参
加
国
の
支
持
は
も
ち
ろ
ん
、
他
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
支
持
を
得
ら
れ
る
と
考
え
て

い
）
52
（
た
。
し
か
し
、
米
国
は
こ
の
構
想
に
慎
重
な
反
応
を
示
し
た
上
に
、
ベ
ト
ナ
ム
問
題
に
集
中
す
べ
き
だ
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

　
そ
の
後
、
本
格
的
な
議
題
の
調
整
は
、
一
九
六
六
年
一
〇
月
一
二
日
に
首
脳
会
議
の
関
係
国
大
使
会
議
で
行
わ
れ
、
米
国
を
は
じ
め
韓

国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
南
ベ
ト
ナ
ム
、
タ
イ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
参
加
し
た
。
議
題
調
整
の
結
果
、
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
の
平
和
的
終
息
と
い
う
米
国
の
立
場
を
優
先
す
る
中
で
、
平
和
的
終
息
の
た
め
の
条
件
を
検
討
す
る
と
い
う
韓
国
の
意
見
が
反
映
さ
れ

た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首
脳
会
議
は
同
年
一
〇
月
二
四
日
か
ら
二
日
間
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
で
開
催
さ
れ
た
。
共
同

声
明
に
は
ベ
ト
ナ
ム
お
よ
び
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
の
平
和
と
共
同
繁
栄
が
提
示
さ
れ
、
参
戦
国
の
撤
収
条
項
が
初
め
て
言
及
さ
れ
）
53
（
た
。

　
そ
の
翌
年
か
ら
は
、
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首
脳
会
議
外
相
会
議
が
始
ま
り
、
非
公
開
会
議
を
含
め
、
一
九
七
一
年
ま
で
の
間
に
六
回
に
わ

た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
韓
国
は
、
外
相
会
議
の
前
か
ら
バ
ン
デ
ィ
（M

cG
eorge M

. Bundy

）
次
官
補
等
と
の
緊
密
な
議
論
を
通
じ
、
米
韓

両
者
間
の
協
議
体
制
を
作
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
米
国
は
韓
国
の
平
和
交
渉
に
対
す
る
慎
重
論
を
受
け
入
れ
）
54
（

た
。

　
一
九
六
八
年
四
月
の
第
二
次
外
相
会
議
で
は
、
同
年
一
月
に
青
瓦
台
襲
撃
事
件
と
プ
エ
ブ
ロ
号
事
件
が
相
次
い
で
発
生
し
た
こ
と
で
、
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韓
国
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
北
朝
鮮
の
挑
発
に
対
し
て
ア
ジ
ア
地
域
連
携
で
の
対
応
を
主
張
し
）
55
（
た
。
米
国
は
ベ
ト
ナ
ム
問
題
の
み
を
扱
う

こ
と
を
希
望
し
た
が
、
韓
国
に
対
す
る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
の
賛
同
が
あ
っ
た
た
め
、
北
朝
鮮
の
脅
威
を
強
調
す
る
韓
国
の
主
張
が

受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
共
同
声
明
書
に
は
韓
国
に
関
す
る
別
途
の
項
目
が
設
定
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
「
北
朝
鮮
の
挑
発
行
為

は
韓
国
と
こ
の
地
域
の
平
和
と
安
全
を
直
接
脅
か
す
重
大
な
関
心
事
」
で
あ
り
、「
侵
略
に
対
抗
す
る
韓
国
を
支
援
し
、
こ
の
よ
う
な
重

大
事
態
を
注
視
し
な
が
ら
相
互
の
緊
密
な
連
絡
を
維
持
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

　
韓
国
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
通
じ
て
、
二
回
の
外
相
会
議
に
お
い
て
地
域
の
実
質
的
な
集
団
安
全
保
障
体
制
の
基
盤
が
整
え
ら
れ
た
と

評
価
し
）
56
（

た
。
こ
う
し
て
、
韓
国
は
北
朝
鮮
と
共
産
主
義
勢
力
か
ら
の
脅
威
を
ベ
ト
ナ
ム
問
題
と
結
び
つ
け
、
参
戦
諸
国
の
反
応
を
重
視
し

な
が
ら
集
団
安
全
保
障
体
制
に
対
す
る
可
能
性
を
探
っ
て
い
た
。

㈡
　
ニ
ク
ソ
ン
の
ポ
ス
ト
・
ベ
ト
ナ
ム
構
想

　
こ
う
し
た
中
、
一
九
六
八
年
一
一
月
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
（Richard M

. N
ixon

）
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
挙
に
当
選
し
た
。
ニ

ク
ソ
ン
は
六
七
年
一
〇
月
に 

“Asia after V
iet N

am
” 

と
い
う
ア
ジ
ア
の
自
助
努
力
を
強
調
す
る
論
文
をForeign A

ffairs

に
寄
稿
し

て
い
た
。
こ
の
論
文
で
ニ
ク
ソ
ン
は
、
今
後
の
米
国
と
ア
ジ
ア
の
関
係
で
は
、
ア
ジ
ア
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
持
ち
、
米
国
が
支
援
す
る
形

態
を
と
る
こ
と
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
が
共
産
主
義
の
脅
威
に
対
抗
す
る
た
め
の
集
団
安
全
保
障
機
構
の
基
盤
と
し
て
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
、
以
下
の
と
お
り
指
摘
し
た
。

　
ア
ジ
ア
諸
国
が
独
立
し
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
必
要
性
に
直
面
し
て
い
る
の
で
、
必
要
な
の
は
こ
の
よ
う
な
新
し
い
現
実
を
反
映
し
た
ア
ジ
ア
独
自

の
安
全
保
障
条
約
で
あ
る
。（
中
略
）
多
く
の
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
米
国
と
二
国
間
の
防
衛
条
約
を
締
結
し
た
も
の
の
、
中
国
の
機
先
を
制
す
る
た
め
の

独
自
的
な
地
域
防
衛
機
構
の
設
立
に
は
消
極
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
よ
う
に
地
域
防
衛
機
構
を
設
立
す
る
た
め
の
適
切
な
基
盤
は
既
に
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存
在
し
て
い
）
57
（
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ニ
ク
ソ
ン
は
、
ア
ジ
ア
の
自
助
努
力
を
強
調
す
る
中
で
、
韓
国
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
持
っ
て
創
設
し
た
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
地

域
防
衛
機
構
の
基
盤
と
し
て
評
価
し
、
朴
政
権
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
集
団
安
全
保
障
体
制
の
試
み
を
後
押
し
す
る
よ
う
に
見
え
た
。
特
に
、

ニ
ク
ソ
ン
は
、
い
ず
れ
日
本
が
憲
法
を
改
正
し
て
ア
ジ
ア
地
域
防
衛
の
責
任
を
取
る
こ
と
と
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
日
本
が
指
導
的
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
を
強
調
し
）
58
（

た
。
ニ
ク
ソ
ン
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
に
は
自
衛
の
た
め
の
自
助
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

米
同
盟
国
と
し
て
ア
ジ
ア
地
域
の
安
全
保
障
に
貢
献
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
冷
戦
構
造
の
下
で
、
同
じ
米
同

盟
国
同
士
で
あ
る
日
本
と
韓
国
が
近
似
し
た
立
場
に
あ
る
こ
と
と
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
に
日
本
を
引
き
込
む
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
同
時
に
ニ
ク
ソ
ン
は
、
中
長
期
的
観
点
か
ら
は
、
究
極
的
な
平
和
の
た
め
に
は
中
国
を
国
際
社
会
に
編
入
さ
せ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
し
、
米
国
が
中
国
を
説
得
し
、
中
国
を
変
化
さ
せ
る
と
も
言
及
し
）
59
（
た
。
そ
こ
で
、
韓
国
政
府
は
、
中
国
に
対
す
る
牽
制
と
関
係

改
善
の
二
面
性
を
持
っ
て
い
た
ニ
ク
ソ
ン
の
構
想
の
中
で
、
中
国
を
牽
制
す
る
短
期
的
課
題
に
注
目
し
た
。
韓
国
政
府
は
、
核
開
発
に
成

功
し
た
中
国
の
脅
威
が
高
ま
っ
て
い
る
状
況
か
ら
、
米
中
関
係
改
善
は
す
ぐ
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
財
政
悪

化
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
の
深
刻
化
等
の
顕
在
す
る
課
題
か
ら
、
ア
ジ
ア
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
縮
小
を
追
求
す
る
米
国
の
ア
ジ
ア
戦
略
の
優
先

度
が
高
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
発
足
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
集
団
安
全
保
障
体
制
の
構
築
を
試
み
て
い
た
朴
政
権
に
と
っ
て
、
自

ら
の
構
想
が
実
現
す
る
こ
と
へ
の
期
待
を
高
め
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

㈢
　
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
の
本
格
化

　
朴
政
権
は
、
一
九
六
五
年
に
行
わ
れ
た
日
韓
国
交
正
常
化
と
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
の
一
括
妥
結
に
よ
っ
て
、
在
韓
米
軍
削
減
の
問
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題
を
回
避
し
、
米
国
の
支
援
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
財
政
悪
化
と
ベ
ト
ナ
ム
で
の
苦
戦
に
よ
っ
て
韓
国
に
対
す
る
米
国

か
ら
の
増
派
要
請
が
続
き
、
韓
国
は
前
例
の
な
い
対
米
交
渉
力
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
は
韓
国
の
安
全
保
障
と
朴
政
権
の
安
定
に
大
き
く
貢
献
し
た
が
、
新
た
な
問
題
を
も
引
き
起
こ
し
た
。
日
韓
国
交
正

常
化
と
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
、
そ
し
て
米
韓
の
緊
密
な
関
係
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
中
国
と
の
関
係
が
緊
張
し

て
い
た
北
朝
鮮
を
刺
激
す
る
こ
と
に
な
っ
）
60
（

た
。
北
朝
鮮
に
よ
る
軍
事
挑
発
は
一
九
六
七
年
か
ら
急
増
し
、
六
八
年
に
は
七
六
一
件
の
挑
発

が
発
生
し
た
。
と
り
わ
け
、
一
月
二
一
日
の
韓
国
大
統
領
府
へ
の
襲
撃
、
二
三
日
の
プ
エ
ブ
ロ
号
の
拿
捕
な
ど
、
局
部
攻
撃
と
は
い
え
北

朝
鮮
の
大
胆
な
武
力
挑
発
が
相
次
い
だ
。
し
か
し
、
米
国
は
北
朝
鮮
の
挑
発
に
対
す
る
在
韓
米
軍
の
対
応
が
全
面
戦
争
に
発
展
す
る
可
能

性
を
憂
慮
し
、
消
極
的
な
姿
勢
を
貫
い
た
。
米
国
は
、
プ
エ
ブ
ロ
号
事
件
に
対
し
て
は
迅
速
に
対
応
し
て
い
た
が
、
韓
国
で
第
二
戦
場
を

作
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
北
朝
鮮
の
要
求
に
応
じ
な
が
ら
交
渉
を
ま
と
め
）
61
（
た
。

　
当
時
の
朴
政
権
は
、
北
朝
鮮
の
軍
事
挑
発
が
全
面
戦
争
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
も
そ
も
北
朝
鮮
が
戦
争
を
遂
行

す
る
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
も
の
）
62
（

の
、
プ
エ
ブ
ロ
号
事
件
を
め
ぐ
る
米
国
の
消
極
的
な
対
応
に
は
失
望
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
韓
国
政
府
は
、
朝
鮮
半
島
有
事
の
際
の
米
国
の
自
動
介
入
条
項
の
導
入
を
求
め
た
が
、
米
国
は
既
存
の
防
衛

条
約
で
十
分
に
対
応
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
う
し
た
米
国
と
の
自
動
介
入
条
項
の
交
渉
が
う
ま
く
い
か
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
以
降
、

ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
全
保
障
上
の
空
白
を
懸
念
し
て
い
た
朴
政
権
は
、
集
団
安
全
保
障
機
構
の
必
要
性
を
さ
ら
に
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ

た
）
63
（

。
　
一
九
六
八
年
一
一
月
、
ニ
ク
ソ
ン
候
補
の
大
統
領
当
選
に
合
わ
せ
て
、
韓
国
政
府
は
集
団
安
全
保
障
機
構
の
構
想
を
進
め
た
。
朴
大
統

領
は
、
集
団
安
全
保
障
機
構
の
設
立
に
積
極
的
に
関
与
し
、
外
務
省
の
試
案
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
示
し
た
。
①
中
国
を
は
じ
め
と
す

る
ア
ジ
ア
共
産
主
義
を
阻
止
す
る
と
い
う
明
確
な
目
的
と
方
向
の
設
定
、
②
日
本
を
必
ず
参
加
さ
せ
共
産
主
義
を
阻
止
で
き
る
実
質
的
な

機
構
の
設
立
、
③
長
期
的
な
課
題
と
し
て
、
実
効
性
の
あ
る
機
構
に
す
る
た
め
に
米
国
と
交
渉
し
、
確
か
な
条
約
機
構
の
形
成
、
な
ど
で
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あ
る
。
朴
は
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
司
令
部
を
備
え
た
軍
事
同
盟
協
定
に
、
日
本
を
含
む
実
効
性
の
あ
る
条
約
機
構
の
設
立
を
目
指
し
た

の
で
あ
っ
）
64
（

た
。
米
国
が
、
自
ら
は
参
加
せ
ず
、
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
体
制
の
設
立
を
支
援
す
る
役
割
に
止
ま
る
可
能
性
が
高
い
中
）
65
（

で
、
日

本
の
存
在
は
さ
ら
に
重
要
で
あ
っ
た
。

　
当
該
時
期
朴
政
権
は
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る
過
度
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
負
担
と
し
て
感
じ
て
い
た
米
国
が
、
日
本
に
そ
の
国
力
に
相
応

し
い
役
割
を
求
め
て
い
る
と
判
断
し
て
い
）
66
（

た
。
そ
し
て
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
期
待
通
り
に
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日
本
の
役
割
が
拡
大
す
る

こ
と
と
、
韓
国
が
推
進
す
る
集
団
安
全
保
障
体
制
の
趣
旨
が
合
致
す
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
対
米
同
盟
を
安
全
保
障
の
基
軸

と
し
て
い
る
韓
国
と
日
本
が
、
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
安
全
保
障
の
協
力
を
行
う
こ
と
で
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
後
、
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
が
縮
小
し
た
ア
ジ
ア
に
お
け
る
力
の
空
白
を
補
お
う
と
す
る
戦
略
的
な
発
想
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
意
味
で
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
は
、
朴
政
権
が
日
本
を
安
全
保
障
上
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
位
置
づ
け
始
め
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
そ
の
後
、
一
九
六
九
年
一
一
月
の
日
米
共
同
声
明
で
言
及
さ
れ
た
「
韓
国
条
項
」
に
対
し
て
、
韓
国
政

府
は
、
日
米
安
保
体
制
と
米
韓
安
保
体
制
と
が
、
日
本
の
基
地
機
能
を
通
じ
て
連
携
協
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
韓
両
国
の
安
全

保
障
協
力
の
可
能
性
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
）
67
（
る
。

　
朴
政
権
の
こ
の
よ
う
な
外
交
戦
略
の
背
景
と
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
と
の
連
続
性
の
観
点
か
ら
以
下
の
二
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
朴
政
権
が
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
開
催
に
向
け
た
交
渉
過
程
で
、
地
域
協
議
体
に
お
け
る
日
本
の
重
要
性
を
認
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
朴
政
権
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
及
び
日
韓
国
交
正
常
化
を
め
ぐ
る
米
国
の
ア
ジ
ア
政
策
と
日
米
韓
関
係
の
展
開
を
通
し
て
、

米
国
を
ハ
ブ
と
す
る
日
韓
が
冷
戦
構
造
上
近
似
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
開
催
に
向
け
て
行
わ
れ
た
対
日
交
渉
に
お
け
る
成
功
体
験
が
挙
げ
ら
れ
る
。
朴
政
権
は
、
内
容
的
に
は
依
然

と
し
て
反
共
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
の
指
向
を
持
っ
て
い
た
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
日
本
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
さ
せ
た
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
設
立
に
向
け
た
交
渉
の
際
に
も
、
再
び
積
極
的
に
日
本
に
働
き
か
け
る
方
針
を
採
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
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朴
政
権
は
、
戦
後
の
日
本
が
軽
武
装
・
専
守
防
衛
路
線
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
つ
つ
も
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
開
催
に
向
け
た
対
日
交

渉
に
お
け
る
成
功
体
験
の
中
に
、
軍
事
協
力
の
た
め
の
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
日
本
が
参
加
す
る
可
能
性
を
読
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。

　
集
団
安
全
保
障
機
構
の
設
立
に
向
け
た
韓
国
の
計
画
は
、
一
九
六
八
年
一
一
月
二
一
日
に
開
か
れ
た
国
会
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
丁

一
権
総
理
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
条
約
機
構
（
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
を
創
設
す
る
た
め
の
試
案
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
た
こ
と
で
、
明

ら
か
に
な
っ
）
68
（

た
。
さ
ら
に
、
同
月
二
三
日
の
ポ
ー
タ
ー
（W

illiam
 J. Porter

）
在
韓
米
国
大
使
と
の
面
談
に
お
い
て
、
丁
総
理
は
、
従
来

の
機
構
で
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
や
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
限
界
を
指
摘
し
、
新
し
い
機
構
と
し
て
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
創
設
を
慎
重
に
検
討
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
丁
総
理
は
、
ニ
ク
ソ
ン
の
構
想
に
基
づ
き
「
ア
ジ
ア
自
由
諸
国
は
今
後
数
年
間
、
ど
の
よ
う
な
米
国
政
権
も
米
国
の

地
上
兵
力
を
ア
ジ
ア
に
さ
ら
に
配
置
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
見
て
い
る
」
と
い
う
認
識
の
下
、「
ア
ジ
ア
諸
国
は
米
国
海
空
軍
の
支
援
を

受
け
る
地
上
兵
力
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
の
用
意
も
あ
る
」
と
米
国
の
協
力
を
要
請
し
）
69
（
た
。
韓
国
政
府
は
、
地
上
兵
力
の
提
供

と
い
う
言
及
で
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
が
軍
事
的
支
援
が
で
き
な
い
と
い
う
限
界
を
踏
ま
え
た
上
で
、
韓
国
が
そ
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
、
米
国
と
の
交
渉
に
臨
ん
だ
。

　
韓
国
は
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
が
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
政
策
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
合
致
す
る
と
判
断
し
、
米
国
の
反
応
を
注
視
し
た
。
そ
う
し

た
中
、
一
九
六
九
年
二
月
の
新
聞
報
道
に
よ
っ
て
、
韓
国
政
府
が
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
第
三
次
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
外
相
会
議
の
際
に
公
表

す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
政
府
関
係
者
に
よ
る
と
、
朴
政
権
は
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
会
議
体
制
を
、
そ
の
ま
ま
地
域
的

な
集
団
安
全
保
障
体
制
へ
と
発
展
さ
せ
る
意
向
で
あ
り
、
参
加
国
は
米
国
を
は
じ
め
と
す
る
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
七
カ
国
に
加
え
て
、
朴
大
統

領
の
指
示
に
よ
り
日
本
と
台
湾
が
加
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
作
戦
権
は
ハ
ワ
イ
に
あ
る
米
太
平
洋
軍
の
司
令
部
の
下
に
、
有

事
の
際
、
機
動
性
を
高
め
る
た
め
に
非
常
軍
を
編
成
し
、
そ
の
駐
屯
地
と
し
て
は
ソ
ウ
ル
、
バ
ン
コ
ク
、
マ
ニ
ラ
三
つ
の
都
市
が
検
討
さ

れ
て
い
）
70
（

た
。

　
実
際
、
一
九
六
九
年
二
月
一
〇
日
付
け
の
外
交
部
報
告
書
が
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
創
設
構
想
を
具
体
的
に
示
し
て
い
）
71
（
た
。
同
報
告
書
は
、
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「
ベ
ト
ナ
ム
戦
後
、
米
軍
が
撤
収
し
て
ア
ジ
ア
自
由
国
諸
国
が
防
衛
能
力
と
体
制
を
整
え
な
け
れ
ば
、
深
刻
な
「
力
の
空
白
」
を
招
き
か

ね
な
い
」
と
指
摘
し
た
。
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
究
極
的
な
目
標
は
、
地
域
の
防
衛
条
約
機
構
の
形
成
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
ベ

ト
ナ
ム
参
戦
国
を
中
心
と
す
る
「
自
由
ア
ジ
ア
の
常
設
軍
」
の
設
置
を
提
案
し
、
対
韓
軍
事
援
助
の
増
加
お
よ
び
常
設
軍
問
題
に
つ
い
て

は
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
発
足
後
、
特
別
交
渉
団
を
米
国
に
派
遣
す
る
方
針
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
関
係
諸
国
と
も
交
渉
を
開

始
し
、
第
二
回
目
米
韓
防
衛
閣
僚
会
議
の
際
に
具
体
的
に
論
議
す
る
予
定
と
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
朴
大
統
領
は
初
期
段
階
か
ら
日
本
の
参
加
を
求
め
る
試
案
へ
の
見
直
し
を
指
示
し
た
。
こ
う
し
た
朴
大
統
領
の
関
与
の
下
で

韓
国
政
府
は
、
一
九
六
九
年
か
ら
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
国
に
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
打
診
し
た
。

㈣
　
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
の
挫
折

　
一
九
六
九
年
一
月
七
月
、
丁
総
理
は
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
関
す
る
マ
ス
コ
ミ
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
公
式
的
・
非
公
式
的
外
交
チ
ャ
ン
ネ

ル
か
ら
確
認
し
た
米
国
の
反
応
は
肯
定
的
で
あ
り
、
中
国
の
脅
威
が
増
大
す
る
限
り
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
創
設
は
不
可
避
で
あ
る
と
述
べ
た
。

そ
し
て
、
日
本
の
場
合
一
九
七
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
延
長
問
題
を
め
ぐ
る
国
内
事
情
も
あ
り
、
同
構
想
に
つ
い
て
冷
淡
な
反
応
を

示
す
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
賛
成
す
る
と
予
想
し
）
72
（
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
朴
政
権
は
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
新
た
な

ア
ジ
ア
戦
略
の
下
で
、
日
本
が
自
由
ア
ジ
ア
の
一
員
と
し
て
役
割
分
担
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
判
断
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
朴
政
権
は
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
が
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
が
そ
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
、
ア
ジ
ア
の
自
由
主
義
諸
国
に
よ
る

自
助
努
力
に
合
致
す
る
と
判
断
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
朴
政
権
は
、
現
在
的
に
は
憲
法
の
制
約
が
あ
る
も
の
の
、
冷
戦
構
造
上
韓
国
と
近

似
の
立
場
で
あ
る
日
本
に
も
、
い
ず
れ
地
域
の
安
全
保
障
に
貢
献
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
参
加

を
楽
観
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
日
本
が
韓
国
の
提
案
に
歩
み
寄
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
韓
国
が
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
協
力
を
求
め
る
数
日
前
、
一
九
六
九
年
二
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月
六
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
答
弁
で
、
佐
藤
首
相
は
、
韓
国
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
条
約
機
構
の
提
案
は
ま
だ
受
け
て
い
な
い
が
、
そ
の

提
案
を
さ
れ
た
と
し
て
も
「
お
断
り
す
る
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
日
米
安
保
条
約
以
外
は
、
い
か
な
る
形
の
地
域
集
団
安
全
保
障
体
制

に
も
加
わ
る
意
思
は
な
い
と
明
ら
か
に
し
）
73
（
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
政
府
の
集
団
安
全
保
障
機
構
に
対
す
る
方
針
は
、
す
で
に
一
九
六
八
年

三
月
の
時
点
で
固
ま
っ
て
い
た
。
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
軍
事
機
構
化
に
つ
い
て
日
本
の
方
針
を
ま
と
め
た
外
務
省
の
文
書
に
は
、
日
本
は
憲
法

上
の
制
約
に
よ
り
地
域
的
な
軍
事
機
構
に
参
加
で
き
な
い
た
め
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
が
安
全
保
障
の
た
め
の
相
互
安
全
保
障
機
構
に
改
装
さ
れ
た

場
合
に
は
日
本
は
脱
退
す
る
こ
と
に
な
る
と
示
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
、
Ａ
Ｐ
Ｓ
Ａ
Ｃ
の
現
在
の
性
格
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
間
接
的
に

地
域
の
安
全
保
障
に
寄
与
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
）
74
（

た
。

　
実
際
、
一
九
六
八
年
か
ら
日
本
政
府
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
お
け
る
従
来
の
方
針
を
変
え
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
が
政
治
問
題
ま
で
議
論
で
き
る

地
域
の
協
力
会
議
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
関
与
を
始
め
）
75
（
た
。
ま
た
、
当
時
、
日
本
政
府
は
、
南
ベ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
経
済
支
援
、
米
国

の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
支
持
を
表
明
す
る
な
ど
、
政
治
・
軍
事
的
性
格
の
強
い
外
交
に
は
消
極
的
姿
勢
を
貫
い
て
き
た
従
来
の
外
交
路
線
と

は
異
な
る
政
策
を
採
り
始
め
た
。
そ
こ
で
韓
国
政
府
は
、
今
後
の
日
本
外
交
に
対
し
期
待
を
寄
せ
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
佐
藤
政
権
の
「
優
先
課
題
」
で
あ
る
沖
縄
返
還
で
あ
り
、
一
連
の
積
極
的
な
政
策
は
、
米
国
と
の

沖
縄
返
還
交
渉
に
お
い
て
役
割
分
担
要
請
に
対
応
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
米
国
の
ア
ジ
ア
政
策
に
「
巻

き
込
ま
れ
な
い
」
範
囲
内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、
戦
後
日
本
が
堅
持
し
て
い
た
姿
勢
に
根
本
的
な
変
化
は
な
か
っ
た
。

　
一
方
、
当
該
期
に
お
け
る
米
国
は
、「
大
国
日
本
」
に
対
す
る
憂
慮
に
堪
え
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
は
、
佐
藤
首
相
の
核
兵
器

保
有
へ
の
関
心
表
明
を
日
本
の
国
家
的
な
自
尊
心
の
復
活
と
し
て
捉
え
、
日
本
独
自
の
軍
事
力
増
強
を
懸
念
し
て
い
）
76
（

た
。
そ
れ
は
、
ニ
ク

ソ
ン
政
権
も
同
様
で
あ
り
、
日
本
に
政
治
・
経
済
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
要
請
し
た
も
の
の
、
当
選
前
に
寄
稿
し
た
ニ
ク
ソ
ン
の
論
文

で
言
及
さ
れ
た
よ
う
な
軍
事
安
全
保
障
面
で
の
日
本
の
役
割
拡
大
は
想
定
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
一
九
六
九
年
四
月
一
二
日
に
崔
圭
夏
外
務
長
官
と
ア
ジ
ア
訪
問
中
の
グ
リ
ー
ン
（M

arshall G
reen

）
米
国
務
省
次
官
補
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の
面
談
が
行
わ
れ
た
。
グ
リ
ー
ン
次
官
補
は
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
諸
国
が
「
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中
で
あ
る
こ
と
で
、
地
域

的
集
団
安
全
保
障
体
制
に
参
加
を
躊
躇
し
て
い
る
」
と
言
及
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
崔
長
官
は
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
は
あ
く
ま
で
も
長
期

的
な
課
題
で
あ
り
、
そ
の
前
に
、
地
域
防
衛
体
制
の
必
要
性
へ
の
共
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
望
ん
で
い
る
と
述
べ
）
77
（
た
。

　
米
国
の
慎
重
な
姿
勢
と
関
係
国
の
曖
昧
な
反
応
に
直
面
し
、
行
き
詰
ま
っ
た
局
面
を
打
開
す
る
た
め
に
韓
国
は
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を

沖
縄
返
還
と
関
連
づ
け
る
こ
と
で
、
日
本
に
働
き
か
け
よ
う
と
し
た
。
一
九
六
九
年
に
日
米
間
の
沖
縄
返
還
交
渉
が
山
場
を
迎
え
る
中
、

韓
国
は
、
同
年
五
月
に
開
催
予
定
の
第
三
次
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
外
相
会
議
で
「
沖
縄
返
還
で
ア
ジ
ア
地
域
の
安
全
保
障
機
構
上
の
空
白
が

生
じ
る
た
め
、
地
域
安
全
保
障
体
制
の
必
要
性
が
強
ま
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
沖
縄
返
還
問
題
を
関
連
づ
け
て
議
論
す
る

方
針
を
表
明
し
）
78
（
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ポ
ー
タ
ー
大
使
は
、
韓
国
の
憂
慮
に
対
し
て
理
解
は
す
る
も
の
の
、
沖
縄
返
還
は
あ
く
ま
で
も
日
米
間
の
問
題
で
あ
る

た
め
、
韓
国
は
自
制
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
見
を
韓
国
政
府
に
伝
え
）
79
（
た
。
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
交
渉
は
、
極
東
で
の
沖
縄
の
戦
略
的
価
値

を
重
視
す
る
米
国
に
と
っ
て
重
要
な
事
案
で
あ
っ
た
。
当
初
、
米
国
は
、
韓
国
の
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
対
韓
防
衛
支
援
の
増
大
を
求
め
る

た
め
の
対
米
交
渉
用
の
カ
ー
ド
と
し
て
捉
え
て
、
そ
れ
を
真
剣
に
受
け
止
め
な
か
っ
た
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朴
政
権
は
、
改
め
て
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
沖
縄
交
渉
に
関
連
づ
け
、
第
三
次
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
外
相
会
議
と
第
四

次
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
会
議
で
議
論
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
米
国
政
府
は
、
米
国
の
安
保
政
策
や
米
国
軍
の
沖
縄
基
地

使
用
の
問
題
に
ま
で
拡
大
し
、
日
本
と
の
交
渉
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
懸
念
し
た
た
め
、
韓
国
の
動
き
に
歯
止
め
を
か
け
）
80
（

た
。

そ
の
結
果
、
一
九
六
九
年
五
月
に
韓
国
は
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
が
現
在
的
な
理
由
で
実
現
不
可
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
と
し
、
構

想
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
を
放
棄
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
は
挫
折
し
た
も
の
の
、
そ
の
経
験
か
ら

朴
政
権
は
、「
憲
法
九
条
・
安
保
体
制
」
を
堅
持
す
る
日
本
と
の
安
全
保
障
協
力
の
可
能
性
と
そ
の
限
界
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
え
よ
う
。
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四
　
結
　
論

　
本
稿
は
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
と
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
事
例
に
、
一
九
六
〇
年
中
盤
か
ら
韓
国
が
求
め
て
い
た
日
韓
安
全
保
障
協
力
を
日
米
韓

関
係
の
展
開
の
中
で
考
察
し
た
。
そ
こ
で
は
、
韓
国
政
府
が
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
と
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
に
関
し
て
日
本
お
よ
び
米
国
と
交
渉
す
る

過
程
で
、
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
と
日
韓
国
交
正
常
化
が
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
日
韓
国
交
正
常
化
の
過
程

に
は
、
対
韓
支
援
負
担
を
日
本
に
分
担
さ
せ
よ
う
と
す
る
米
国
の
思
惑
と
、
そ
の
こ
と
が
韓
国
に
対
す
る
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
必

要
以
上
の
低
下
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
願
う
韓
国
の
不
安
が
交
錯
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
不
安
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、
韓
国
に
よ
る
ベ

ト
ナ
ム
派
兵
の
決
断
だ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
韓
国
と
米
国
の
利
害
関
係
が
交
錯
す
る
中
で
実
現
し
た
の
が
日
韓
国
交
正
常
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
日
韓
関
係
は
、
戦

後
の
新
た
な
道
を
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
冷
戦
の
変
容
が
進
み
、
韓
国
は
北
朝
鮮
と
の
体
制
競
争
に
お
い
て
劣
勢
で

あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
韓
国
政
府
は
在
韓
米
軍
の
現
状
維
持
の
た
め
に
決
断
し
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
韓
国
軍
派
兵
に
よ
り
、
国
連
で
非

同
盟
諸
国
に
よ
る
韓
国
に
対
す
る
支
持
の
低
下
に
晒
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
北
朝
鮮
に
よ
る
軍
事
挑
発
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し

た
た
め
、
そ
の
対
応
に
も
追
わ
れ
た
。
皮
肉
に
も
韓
国
は
、
米
国
の
韓
国
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
維
持
と
見
返
り
に
、
北
朝
鮮
と
の
体
制

競
争
で
不
利
な
状
況
に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
体
制
競
争
の
課
題
を
抱
い
て
い
た
韓
国
に
と
っ
て
、
国
交
正
常
化
に
よ
り
始
ま
っ
た
新
た
な
日
韓
関
係
の
重
要
性
は
、
増

す
こ
と
す
ら
あ
れ
、
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ゆ
え
に
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
を
推
進
す
る
中
で
、
日
本
と
の
協
力
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
日
本
が
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
へ
の
参
加
を
決
め
た
背
景
に
も
、
側
面
支
援
を
行
っ
た
米
国
へ
の
配
慮
と
と
も
に
、
新
た
な
日
韓
関
係
へ

の
配
慮
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
日
韓
協
力
を
と
お
し
た
地
域
的
な
多
国
間
協
力
の
可
能
性
が
示
さ
れ
た
と
み
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る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
の
経
験
か
ら
韓
国
は
、
日
本
の
参
加
を
前
提
と
す
る
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を
構
想
し
た
。
事
実
上
、
そ
れ
は
日
韓
安
全

保
障
協
力
の
模
索
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
、
軍
事
協
力
を
目
標
と
し
た
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
日
本
の
参

加
は
、
戦
後
の
日
本
が
堅
持
し
て
き
た
軽
武
装
・
専
守
防
衛
路
線
か
ら
す
れ
ば
荷
が
重
す
ぎ
た
。
日
本
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
か
ら
の

「
見
捨
て
ら
れ
」
も
「
巻
き
込
ま
れ
」
も
止
揚
し
な
が
ら
、
ま
た
ア
ジ
ア
で
明
示
的
に
反
共
主
義
に
加
わ
る
こ
と
に
は
積
極
的
で
は
な
い

な
か
で
、
日
韓
関
係
を
と
お
し
て
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
と
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
へ
の
対
応
を
模
索
し
た
。

　
し
か
し
、
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
構
想
を
め
ぐ
っ
て
日
米
韓
の
間
で
交
渉
が
進
ん
だ
こ
と
と
、
特
に
、
冷
戦
変
容
期
に
韓
国
が
日
本
を
安
全
保
障

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
認
知
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
当
該
時
期
韓
国
は
、
日
米
韓
の
関
係
か
ら
冷
戦
構
造
上
日
韓
が
近
似
の
立
場
に

あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
安
全
保
障
に
お
い
て
両
国
が
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
協
力
で
き
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
韓

国
に
は
、
は
や
く
も
一
九
六
〇
年
代
に
、
集
団
安
全
保
障
体
制
を
通
し
て
日
韓
が
協
力
し
、
予
想
さ
れ
る
米
国
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
縮
小
に

よ
る
「
力
の
空
白
」
を
共
に
補
う
と
い
う
発
想
が
芽
生
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
外
交
戦
略
に
、
限
定
的
な
が
ら

も
日
本
が
一
定
の
対
応
を
模
索
し
た
こ
と
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
は
戦
後
日
韓
協
力
関
係
の
胎
動
期
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
）  

劉
仙
姫
『
朴
正
煕
の
対
日
・
対
米
外
交

―
冷
戦
変
容
期
韓
国
の
政
策
、
一
九
六
八
〜
一
九
七
三
年
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
）。

（
2
）  

崔
喜
植
「
韓
米
日
協
力
体
制
制
度
化
過
程
研
究
：
一
九
六
九
年
韓
米
日
役
割
分
担
の
明
確
化
を
中
心
に
」『
韓
国
政
治
学
会
報
』
第
四
五
集
第

一
号
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
3
）  

李
相
泫
「
ア
ジ
ア
版
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ 

構
想
の
挫
折
」『
国
際
政
治
論
叢
』
第
五
〇
集
第
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）（
韓
国
語
の
文
献
は
日
本
語
訳
を
記

し
た
）。

（
4
）  

波
多
野
澄
雄
「
沖
縄
返
還
交
渉
と
台
湾
・
韓
国
」『
外
交
史
料
館
報
』
第
二
七
号
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
）。

（
5
）  

曺
良
鉉
『
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
と
ア
メ
リ
カ

―
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
期
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
国
際
関
係
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
）。
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（
6
）  Cha, V

ictor D., A
lignm

ent D
espite A

ntagonism
: The U

nited States-Korea-Japan Security Triangle 

（Stanford: Stanford  
U
niversity Press, 1999

）；

日
韓
の
類
似
同
盟
に
対
し
て
小
此
木
政
夫
は
、
北
朝
鮮
の
脅
威
を
強
調
し
た
。
小
倉
紀
蔵
、
小
針
進
編
『
日
韓
関

係
の
争
点
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
二
六
一
頁
。

（
7
）  
国
連
は
、
一
九
四
七
年
以
来
朝
鮮
問
題
を
取
り
上
げ
、
国
連
朝
鮮
統
一
復
興
委
員
会
（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｕ
Ｒ
Ｋ
）
と
、
在
韓
国
連
軍
の
活
動
を
支
持
し

て
き
た
。『
外
交
青
書
』
第
一
八
号
（
一
九
七
四
年
）（https://w

w
w.m
ofa.go.jp

）、
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
九
年
七
月
二
八
日
。

（
8
）  
木
宮
正
史
「
一
九
七
〇
年
代
第
世
界
を
め
ぐ
る
南
北
外
交
競
争
と
韓
国
外
交
」『
現
代
韓
国
朝
鮮
研
究
』
第
一
六
号
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
）

一
―
三
頁
。

（
9
）  

“Telegram
 from

 the Em
bassy in Korea to the D

epartm
ent of State, January 21, 1964,

” U. S. D
epartm

ent of State, Foreign 
Relations of the U

nited States, 1964 -1968 Vol. XXIX, Part 1, Korea 

﹇hereafter FRU
S, 1964 -1968

﹈ （W
ashington, D. C., U. S. 

G
overnm

ent Printing O
ffice, 2000

） pp. 1 -2.

（
10
）  

“Mem
orandum

 From
 Robert W

. Kom
er of the N

ational Security Council Staff to President Johnson, January 22, 1964,

” 
FRU

S, 1964 -1968, pp. 3 -4.

（
11
）  

“AID
E-M
EM
O
IRE, For the Am

bassador: Philip C. H
abib Counselor of Em

bassy for Political Affairs, January 29, 1964,

” 
FRU

S, 1964 -1968, pp. 8 -9.

（
12
）  

「
東
南
ア
ジ
ア
自
由
帝
国
外
相
会
議
開
催
」（
一
九
六
四
年
八
月
二
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六
三
―
六

五
』C -0010 -22

。

（
13
）  

「
外
相
会
議
開
催
の
た
め
の
指
示
及
び
会
議
内
容
」（
一
九
六
四
年
九
月
七
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六

三
―
六
五
』。

（
14
）  

曺
良
鉉
「
冷
戦
期
ア
ジ
ア
地
域
主
義
と
韓
国
外
交
：
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
設
立
に
対
す
る
歴
史
的
考
察
」『
韓
国
政
治
学
会
二
〇
〇
六
年
度
学
術
会
議

報
告
論
文
』（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
）
二
五
五
頁
。

（
15
）  

「
駐
日
韓
国
大
使
館
発
外
務
部
長
官
腕
」（
一
九
六
四
年
一
一
月
一
三
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六
三
―

六
五
』。

（
16
）  

「
駐
日
韓
国
大
使
館
発
外
務
部
長
官
腕
」（
一
九
六
四
年
一
一
月
一
五
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六
三
―

六
五
』。



一九六〇年代における韓国の集団安全保障体制構想と日米韓関係

129

（
17
）  

全
在
晟
「
一
九
六
五
年
韓
日
国
交
正
常
化
と
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を
め
ぐ
る
米
国
の
対
韓
外
交
政
策
」『
韓
国
政
治
外
交
史
論
叢
』
第
二
六
集
第
一

号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
五
―
七
八
頁
。

（
18
）  D

onald C. H
ellm
ann, Japan and East A

sia: the new international order, N
ew
 York: Praeger, 1972, pp. 19 -21.

（
19
）  
全
「
一
九
六
五
年
韓
日
国
交
正
常
化
と
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を
め
ぐ
る
米
国
の
対
韓
外
交
政
策
」
八
二
頁
。

（
20
）  
李
種
元
「
韓
日
国
交
正
常
化
の
成
立
と
ア
メ
リ
カ
ー
一
九
六
〇
〜
一
九
六
五
年
―
」
年
報
近
代
日
本
研
究
一
六
『
戦
後
外
交
の
形
成
』（
山
川

出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
21
）  

一
九
六
四
年
、
韓
国
の
与
党
指
導
部
の
サ
イ
ゴ
ン
を
訪
問
と
南
ベ
ト
ナ
ム
の
軍
事
専
門
家
等
の
訪
韓
が
行
わ
れ
た
。「
越
南
首
脳
と
会
談
」『
東

亜
日
報
』
一
九
六
四
年
三
月
一
六
日
。

（
22
）  

“Guidance to the Com
m
ander in Chief, U

nited N
ations Com

m
and 

（U

）”, M
em
orandum

 From
 the Joint Chiefs of Staff to 

Secretary of D
efense M

cN
am
ara, JCSM

-683 -64, August 11, 1964, FRU
S, 1964 -1968, pp. 42 -43.

（
23
）  

“Mem
orandum

 From
 the D

eputy Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs 

（Barnett

） to the Chief of the M
ilitary 

A
ssistance D

ivision of the A
gency for International D

evelopm
ent 

（Black

）, N
o. 25. O

ctober 5, 1964,

” FRU
S, 1964 -1968, 

p. 52.；

全
「
一
九
六
五
年
韓
日
国
交
正
常
化
と
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を
め
ぐ
る
米
国
の
対
韓
外
交
政
策
」
八
一
頁
。

（
24
）  H

ong, Kyudok, U
nequal Partners: RO

K-U
S Relations D

uring the V
ietnam

 W
ar, Ph. D. D

iss., U
niversity of South Carolina, 

1991, pp. 153 -155.

（
25
）  Telegram

494 from
 Seoul, N

ovem
ber 24, p. 44. ; Telegram

 497 to Seoul and repeated to other Asian capitals, D
ecem

ber 10, 
Editorial N

ote, FRU
S, 1964 -1968, p. 44. 

（
26
）  

李
相
泫
「
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
閣
僚
会
議
開
催
を
め
ぐ
る
韓
日
関
係
一
九
六
四
―
一
九
六
六
⑴
」『
筑
波
法
政
』
第
四
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
五

頁
。

（
27
）  

曺
「
冷
戦
期
ア
ジ
ア
地
域
主
義
と
韓
国
外
交
：
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
設
立
に
対
す
る
歴
史
的
考
察
」
二
六
〇
頁
。

（
28
）  

“GRC Relations w
ith U. S. and Free W

orld N
ations of Far East,

” M
em
orandum

 of Conversation N
o. 27. April 16, 1964, 

FRU
S, 1964 -1968 Vol. XXX, China, pp. 50 -51.

（
29
）  

曺
「
冷
戦
期
ア
ジ
ア
地
域
主
義
と
韓
国
外
交
：
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
設
立
に
対
す
る
歴
史
的
考
察
」
二
五
七
頁
。

（
30
）  

「
外
相
会
議
推
進
」（
一
九
六
四
年
一
二
月
一
二
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六
三
―
六
五
』。
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（
31
）  

日
本
政
府
は
「
ノ
ン
コ
ミ
タ
ル
、
非
公
式
、
極
秘
の
条
件
付
き
」
で
予
備
会
議
参
加
の
意
思
を
韓
国
側
に
伝
え
た
。「
駐
日
本
大
使
発
外
務
部

長
官
電
文
」（
一
九
六
五
年
二
月
三
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六
三
―
六
五
』。

（
32
）  

「
外
務
部
長
官
発
駐
日
大
使
宛
」（
一
九
六
五
年
一
月
二
六
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六
三
―
六
五
』。

（
33
）  
亜
州
局
『
椎
名
悦
三
郎
日
本
国
外
相
訪
問
一
九
六
五
．
二
．
一
七
―
二
〇
』Re -0013 -05

。

（
34
）  
佐
藤
晋
「
第
四
章
佐
藤
政
権
期
の
ア
ジ
ア
政
策
」
波
多
野
澄
雄
編
著
『
池
田
・
佐
藤
政
権
の
日
本
外
交
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四

年
）
一
四
二
頁
。
宮
城
大
蔵
『
バ
ン
ド
ン
会
議
と
日
本
の
ア
ジ
ア
復
帰

―
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
の
挟
間
で
』（
草
思
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
五

八
頁
。

（
35
）  

衆
議
院
『
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
条
約
及
び
協
定
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
』（
昭
和
四
〇
年
一
〇
月
二
九
日
）
で
の
佐
藤
栄
作
首
相

の
発
言
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
。（http://kokkai.ndl.go.jp

）、
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
九
年
七
月
一
三
日
。

（
36
）  

李
「
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
閣
僚
会
議
開
催
を
め
ぐ
る
韓
日
関
係
一
九
六
四
―
一
九
六
六
⑴
」
一
二
〇
頁
。

（
37
）  

「
外
務
部
長
官
発
駐
日
大
使
宛
」（
一
九
六
五
年
七
月
二
七
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
会
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六
三
―
六
五
』。

（
38
）  

「
外
務
部
長
官
発
駐
日
大
使
宛
」（
一
九
六
五
年
一
二
月
三
一
日
）『
ア
ジ
ア
太
平
洋
理
事
（
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
創
設
計
画
一
九
六
三
―
六
五
』。

（
39
）  

椎
名
首
相
は
一
九
六
六
年
二
月
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
参
加
に
関
し
て
「
今
度
は
い
よ
い
よ
国
交
正
常
化
し
た
今
日
に
お
い

て
は
、
ど
う
も
い
き
な
り
ぴ
し
ゃ
り
と
断
わ
る
と
い
う
の
も
国
際
礼
譲
に
反
す
る
よ
う
な
気
も
い
た
し
ま
す
」
と
答
弁
し
た
。
衆
議
院
『
予
算
委

員
会
』（
昭
和
六
六
年
二
月
二
五
日
）
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
。（http://kokkai.ndl.go.jp

）、
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
九
年
八
月
一
日
。

（
40
）  

大
統
領
宛
報
告
書
、
大
統
領
秘
書
室
「
越
南
派
兵
問
題
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
問
題
点
」（
六
五
年
一
月
六
日
）『
韓
国
の
対
越
南
軍
事
援

助
一
九
六
五
』Re -0018 -11

。

（
41
）  

「
同
会
談
参
会
に
関
す
る
訓
令
」（
一
九
六
六
年
四
月
一
三
日
）『
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
創
設
予
備
会
談
、
第
二
次
、Bangkok

、
一
九
六
六
．
四
．
一

八
―
二
〇
』C -0014 -46

。

（
42
）  

「
第
二
次
ア
・
ア
会
議
参
加
問
題
」（
一
九
六
五
年
一
月
一
二
日
）『
ア
・
ア
会
談
（Afro-Asian Conference

） 

第
二
次
．
全
六
巻
（V.  2

会

議
開
催
準
備
状
況
報
告
）』C

1 -0016 -02

。

（
43
）  

ア
ジ
ア
局
「『
東
南
ア
ジ
ア
外
相
会
議
』
の
た
め
の
バ
ン
コ
ク
準
備
会
議
へ
の
対
象
方
針
」（
昭
和
四
一
年
四
月
八
日
）2010

―4110

。

（
44
）  

ア
ジ
ア
局
「
椎
名
大
使
発
キ
ャ
ン
ベ
ラ
千
葉
大
使
宛
」（
昭
和
四
一
年
二
月
一
七
日
）041

―1088

。

（
45
）  

木
宮
正
史
「
一
九
六
〇
年
代
韓
国
に
お
け
る
冷
戦
と
経
済
開
発

―
日
韓
国
交
正
常
化
と
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
を
中
心
に
し
て
」『
法
学
志
林
』
九
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二
号
（
一
九
九
五
年
三
月
）。

（
46
）  

高
杉
晋
一
「
日
韓
会
談
の
妥
結
に
当
た
り
に
」『
経
団
連
月
報
』（
一
九
六
五
年
五
月
）
二
二
頁
。

（
47
）  

面
談
録
﹇
金
外
務
部
次
官
：
ブ
ラ
ッ
ク
﹈（
一
九
六
六
年
一
一
月
一
七
日
）『
ベ
ト
ナ
ム
七
カ
国
首
脳
会
談
、M

anila, 

一
九
六
六
．
一
〇
．
二

四
―
二
五
．
全
二
冊
（V. 1

基
本
文
章
集
）』M

F, Re -0017.
（
48
）  
「
駐
南
ベ
ト
ナ
ム
大
使
発
外
務
部
長
官
宛
」（
一
九
六
六
年
一
〇
月
二
日
）『
ベ
ト
ナ
ム
七
カ
国
首
脳
会
談
、M

anila, 

一
九
六
六
．
一
〇
．
二

四
―
二
五
．
全
二
冊
（V. 1

基
本
文
章
集
）』。

（
49
）  

ゾ
・
ジ
ン
グ
「
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
と
朴
正
熙
政
府
の
外
交
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ；

韓
米
行
政
協
定
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
、
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首

脳
会
談
」『
海
外
派
兵
史
研
究
叢
書
』
第
二
集
（
国
防
部
軍
史
編
纂
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
）
一
二
四
―
一
九
五
頁
。

（
50
）  

「
李
東
元
長
官
とD

ean Lusk

国
務
部
長
官
と
の
会
談
要
旨
」（
一
九
六
六
年
七
月
八
日
）『Rusk D

ean 

米
国
国
務
部
長
官
訪
韓
、
一
九
六
六
．

七
．
八
〜
九
』M

F, C -0017

。

（
51
）  

ゾ
「
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
兵
と
朴
正
熙
政
府
の
外
交
的
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ；

韓
米
行
政
協
定
、
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
、
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首
脳
会
談
」

八
四
―
八
七
頁
。

（
52
）  

李
相
泫
「
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首
脳
会
議
と
六
〇
年
代
韓
国
外
交
」『
社
会
科
学
研
究
』（
二
〇
一
四
年
六
月
）
三
一
一
頁
。

（
53
）  

「
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
首
脳
会
議
」（
一
九
六
六
年
九
月
一
日
）『
ベ
ト
ナ
ム
七
カ
国
首
脳
会
談
、M

anila, 

一
九
六
六
．
一
〇
．
二
四
―
二
五
．

全
二
冊
（V. 1

基
本
文
章
集
）』。

（
54
）  

洪
「
派
兵
外
交
と
安
保
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
：
六
〇
年
代
韓
国
外
交
政
策
の
評
価
」
三
五
―
四
一
頁
。

（
55
）  

「
駐
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
大
使
発
信
電
文
」（
一
九
六
八
年
四
月
六
日
）『
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
七
カ
国
外
相
会
議
、
第
二
次
。W

ellington （
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
）
一
九
六
八
．
四
．
四
』M

F, Re -0017
。

（
56
）  

「
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
七
カ
国
外
相
会
議
報
告
書
」（
作
成
日
不
明
）『
南
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
七
か
国
外
相
会
議
、
第
二
次
。W

ellington （
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
）
一
九
六
八
．
四
．
四
』。

（
57
）  Richard M

. N
ixon, 

“Asia after V
iet N

am
,

” Foreign affairs, Vol. 46 -1 （O
ctober 1967

）, p. 115. （
日
本
語
訳
は
筆
者
）。

（
58
）  Ibid, pp. 112 -117.; 

劉
『
朴
正
煕
の
対
日
・
対
米
外
交
―
冷
戦
変
容
期
韓
国
の
政
策
、
一
九
六
八
〜
一
九
七
三
年
』
四
九
頁
。

（
59
）  Ibid., p. 121.

（
60
）  

李
東
俊
『
未
完
の
平
和

―
米
中
和
解
と
朝
鮮
問
題
の
変
容
一
九
六
九
〜
一
九
七
五
年
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
）
三
九
頁
。
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（
61
）  

崔
慶
原
『
冷
戦
期
日
韓
安
全
保
障
関
係
の
形
成
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
二
二
―
二
四
頁
。

（
62
）  

「
我
国
と
自
由
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
対
策
試
案
に
対
す
る
大
統
領
閣
下
御
意
」（
一
九
六
八
年
一
一
月
六
日
）『
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
創
設
構
想
一
九
六

八
―
六
九
』G

-0012 -18

。

（
63
）  
金
東
祚
『
冷
戦
時
代
の
我
が
外
交
』（
文
化
日
報
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
二
九
―
二
三
六
頁
。

（
64
）  
日
本
に
対
す
る
朴
政
権
の
認
識
は
、「
ア
ジ
ア
地
域
安
保
機
構
に
は
日
本
が
必
ず
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
大
統
領
閣
下
の
立

場
だ
。
そ
の
た
め
に
は
米
国
を
通
じ
て
日
本
に
影
響
力
を
行
使
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
張
相
文
大
統
領
秘
書
官
の
言
葉
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

「
外
務
・
国
防
関  

係
官
懇
談
会
協
議
内
容
要
約
」（
一
九
六
八
年
一
一
月
）『
対
米
安
全
保
障
外
交
強
化
の
た
め
の
外
務
・
国
防
関
係
官
協
議
会
』

M
F, G
-0012

。

（
65
）  

「
安
全
保
障
機
構
の
創
設
鼓
舞
的
」『
ソ
ウ
ル
新
聞
』
一
九
六
九
年
一
月
七
日
。

（
66
）  

「
我
国
と
自
由
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
態
勢
強
化
策
試
案
」（
一
九
六
九
年
二
月
一
〇
日
）『
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｏ
創
設
構
想
一
九
六
八
―
六
九
』。

（
67
）  

添
谷
芳
秀
『
日
本
の
外
交

―
「
戦
後
」
を
読
み
と
く
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
七
年
） 

一
二
一
―
一
二
二
頁
。

（
68
）  

第
七
代
大
韓
民
国
国
会
『
予
算
決
算
特
別
委
員
会
』（
一
九
六
八
年
一
一
月
二
一
日
）
で
の
丁
一
權
総
理
の
答
弁
、
大
韓
民
国
国
会
会
議
録
シ

ス
テ
ム
。（http://likm

s.assem
bly.go.kr

）、
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
九
年
七
月
二
一
日
。

（
69
）  

李
「
ア
ジ
ア
版
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ 

構
想
の
挫
折
」
四
九
頁
。

（
70
）  

「
亜
・
太
安
保
機
構
を
提
議
す
る
よ
う
」『
東
亜
日
報
』
一
九
六
九
年
二
月
五
日
。

（
71
）  

「
我
国
と
自
由
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
態
勢
強
化
策
試
案
」（
一
九
六
九
年
二
月
一
〇
日
）『
対
米
安
全
保
障
外
交
強
化
の
た
め
の
外
務
・
国
防
関

係
官
協
議
会
』。

（
72
）  

同
右
。

（
73
）  

衆
議
院
『
予
算
委
員
会
』（
昭
和
四
四
年
二
月
六
日
）
で
の
佐
藤
首
相
の
答
弁
、
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム
。（http://kokkai.ndl.go.jp

）、

最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
九
年
七
月
一
三
日
。

（
74
）  

南
西
ア
ジ
ア
課
「
南
西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
安
全
保
障
問
題
に
つ
い
て
（
プ
ラ
パ
ー
ト
副
首
相
会
談
資
料
）」（
一
九
六
八
年
三
月
一
一
日
） 
2010

―4119

。

（
75
）  

「
駐
日
大
使
か
ら
外
務
部
長
官
宛
の
電
信
」（
一
九
六
七
年
五
月
二
九
日
）『
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ａ
Ｃ
閣
僚
会
議
、
第
二
次
．Bangkok,

一
九
六
七
．
七
．

五
―
七
』。
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（
76
）  

添
谷
『
日
本
の
外
交

―
「
戦
後
」
を
読
み
と
く
』
九
〇
―
九
二
頁
。
波
多
野
「
沖
縄
返
還
交
渉
と
台
湾
・
韓
国
」『
外
交
史
料
館
報
』
三
二

頁
。

（
77
）  

「
大
統
領
閣
下
に
対
す
る
外
務
部
報
告
事
項
、〝
マ
シ
ャ
ル
グ
リ
ー
ン
米
国
務
省
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
担
当
次
官
補
と
の
面
談
〞」（
一
九
六
九
年
四

月
一
四
日
）『G

reen, M
arshall

米
国
務
米
国
務
省
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
担
当
次
官
補
訪
韓
、
一
九
六
九
．
四
．
一
一
．
―
一
三
』Re -0026 -28

。

（
78
）  
「
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
国
外
相
会
議
へ
の
韓
国
の
基
本
立
場
と
体
表
団
構
成
」『
ベ
ト
ナ
ム
参
戦
七
か
国
外
相
会
議
、
第
三
次
、
バ
ン
コ
ク
一
九
六
八
．

五
．
二
二
（V. 1

基
本
文
章
綴
じ
）30110061 -62

。

（
79
）  

“From
 Em
bassy to D

epartm
ent of State Telegram

 

（April 9, 1969

）,

” 

石
井
修
・
我
部
政
明
編
『
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
対
日
政
策
文
書
集

成
（
第
一
四
期
）』（
東
京
：
拍
書
房
、
二
〇
〇
四
）
一
五
〇
頁
。

（
80
）  

李
「
ア
ジ
ア
版
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ 

構
想
の
挫
折
」
五
五
頁
。

金
　
泫

（
キ
ム
　
ヒ
ョ
ン
ジ
ュ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
成
均
館
大
学
大
学
院
政
治
外
交
学
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
国
際
政
治
・
日
韓
関
係

所
属
学
会
　
　
日
本
国
際
政
治
学
会


